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令和７年度第２回茅野市行財政審議会会議結果報告書    【担当課】財政課 

 
会議の名称 令和７年度第２回茅野市行財政審議会 

開 催 日 時 令和７年 10 月１日（水)  18 時 30 分～20 時 50 分 

開 催 場 所 茅野市議会棟 大会議室 

出 席 者 

※出席委員等：小平会長、守屋副会長、足立委員、鈴木委員、名取委員、半田

委員、宮坂委員、牛山委員、北原委員、小山委員、栁澤委員、大川委員、國枝

委員、矢崎委員 

※市側出席者：今井市長、柿澤副市長、森井総務部長、小池企画部長、北澤市

民環境部長、両角産業経済部長、黒澤都市建設部長、五味こども部長、小池生

涯学習部長、大蔵企画課長、前島企画係長、守屋社会福祉課長、渡辺学校教育

課長、矢嶋生涯学習課長、小坂生涯学習係文化振興担当、湯田坂文化財課長、

上条スポーツ健康課長、朝倉観光課長、原田財政課長、松田財政係長、小平行

革推進係長、太田行革推進係主査 

欠 席 者 高安委員 

公開・非公

開 の 別 
公開 ・ 非公開 傍 聴 者 の 数 

    ５人 

(うち報道１人) 

議題及び会議結果 

発言者 協議内容・発言内容（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政課長 

 

 

 

 

 

議事 

１ 開会 

２ 市長挨拶 

３ 会長挨拶 

４ 会議事項 

 (１)令和７年度優先改革事項の取組状況について(資料１) 

  ① 31 スケートセンター(資料２) 

  ② 31 プール(資料３) 

  ③ ４温泉(資料４) 

  ④ 25 小学校(資料５) 

  ⑤ 29 茅野市民館(資料６) 

  ⑥ 30 総合博物館(資料７) 

 (２)茅野市公共施設再編計画の見直しについて(資料８) 

 (３)茅野市行財政審議会のまとめについて(資料９) 

  (４)その他 

  ・広域連携強化に向けた取り組みについて(資料 10) 

５ その他 

６ 閉会 

 

【議事録】 

１ 開会 

こんばんは、ただいまから令和７年度第２回茅野市行財政審議会を始めさせ

ていただきます。本日は、お忙しいところお集まりいただきましてありがとう

ございます。私会議事項に入るまで進行を務めさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

なお、高安委員から遅れる旨のご連絡をいただいていますのでご報告させて

いただきます。それでは、次第に沿いまして、２、市長からご挨拶申し上げま
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財政課長 

 

す。 

 

２ 市長挨拶 

皆さんこんばんは。令和７年度第２回の茅野市行財政審議会をお願いいたし

ましたところ、皆様方大変お忙しい中、こうしてお集まりをいただきまして本

当にありがとうございます。 

本当に皆様方はじめ、市民の皆様方のご理解またご協力によって、令和６年

度の決算を先般の議会で、認定していただき、決算を打つことができました。

今回も、基金を取り崩さず、また、財政状況を示す健全化比率や資金不足比率

も早期健全化基準を下回り、指標上では、茅野市の財政は健全ですが、この指

標が悪くなったときは、もうどうにもならない状況ですので、そうならないよ

うにする、手を打っている最中という形になります。 

ただ、昨年度、行政だけではなく、いろんなところでそういうことが特に病

院でも起きていますが、人事院勧告によって人件費を上げる形になっています

ので、それが運営上、経営上非常に、厳しくなっているという部分も背景にご

ざいます。 

そこへきて物価高等の、色々な要素があり、行政だけではなく、色々な団体

の運営が大変になっている状況もあります。 

そこに加えて皆様方もご承知の通り、まだまだ茅野市内は公共施設とインフ

ラの整備など、やらなければいけないことがたくさんある状況の中で、やはり

財政運営上、予算の平準化をしていかなければいけないため、今一生懸命、市

民の皆さんに説明をしながら進めています。 

今年度のまちづくり懇談会も始まりまして、現在３ヶ所終わりました。 

これは私の完全に主観、受けた印象ですすけれども、徐々に徐々に、市民の

皆さんも、やはり行革を含めて、今までと同じようにまちづくりをしていたの

では、立ち行かなくなるということへの理解は、少しずつ広まってきた、深ま

ってきたのではないかなという感じも受けているところです。 

いずれにしても、我々は、今がすごく大変でどうにもならないということで

はなくて、この先、同じようにやっていると、財政が本当の意味で厳しくなり、

二進も三進もいかなくなると、市民の皆さんにどうしましょうかということを

聞くことすらできなくなります。明日からこうしてください、来年からこうし

てくださいという話をしなければいけなくなります。そうならないように、５

年先 10 年先を見据えて、やっているつもりでございます。 

ですので、行革はスピード感をもってやらなければいけないということは、

我々も十分に承知をしていますが、民間企業と違うところは、行政は、多くの

市民の皆様方の理解をしてもらいながら進めるということで、どうしても時間

をある程度かけなければいけないと思っているところでございまして、そこの

部分については、できるだけスピード感を持ちながらも、慎重に進めていかな

ければいけないかなと思ってやらせていただいております。 

本日は、皆様方にも本当にお世話になって答申をいただいた、スケートセン

ターの件も、経過報告等をさせていただきたいと思っておりますので、よろし

くお願いを申し上げまして、私からの冒頭のご挨拶にかえさせていただきたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 会長挨拶 

続きまして、３会長挨拶ということで、会長からご挨拶をお願いします。 
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皆さんこんばんは。前回は５月 28 日で、随分時が空いた感があるわけです

が、担当事務方にお話をお聞きしますと、それなりに市の内部では、担当部署

で着々と、検討なり、進捗しているということでございます。 

本日は優先改革事項の取組状況について、経過、また結果について、お聞き

をして、審議をして参りたいということでございます。 

また本日のレジメにあります６項目以外にも、当然重要な案件がたくさんあ

るわけです。それらについても本来であれば、もうちょっと深掘りをしていく

ときだなと思いますけれども、任期がある中で、本日のこの６項目も含めて、

次回は、それぞれのまたご意見をいただく中で、私どもの任期としての一定の

まとめをして、また次期のメンバーに譲っていきたいと、そんな段階でござい

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

先ほど言いました通り、今日は特にという部分での項目について重点的にや

っていただくということでございますので、よろしくお願いいたします。以上

でございます。 

 

４ 会議事項 

それでは、４、会議事項からは会長の進行で進めていただきたいと思います。

会長お願いいたします。 

 

それでは、私の方で進行させていただきます。着座にて進めさせていただき

ますので、よろしくお願いします。 

４の会議事項ですが、（1）から（4）までございます。進め方は、まず（1）

の、令和７年度優先改革事項の取組状況についてから入りますが、今日、市長

さんお見えでございますので、まず①のスケートセンターについて、ご審議い

ただきまして、そのあと、②から⑥まで一括して説明をいただいて、ご審議す

るという段取りで進めたいと思いますので、よろしくお願いします。 

それでは優先改革事項（1）のうちの①について説明をお願いします。 

 

(１)令和７年度優先改革事項の取組状況について(資料１) 

それでは（1）令和７年度優先改革事項の取組状況について説明をさせていた

だきます。 

行財政改革プラン 2023 の優先改革事項は、行財政改革基本方針に掲げる 36

の改革実行項目のうち、市として特に優先して改革を進めるべきと考える 31

項目を定めて、取組を進めているものです。まず、資料１が毎回提示している

月ごとの取組状況になります。こちらの説明は割愛させていただきます。 

今回は優先改革事項の中の①から⑥までの説明を担当課からさせていただ

きます。 

それでは資料２、優先改革事項 31 スケートセンターの、今後の方針を先に

市長からお願いします。 

 

① 31 スケートセンター(資料２)  

スケートセンターの今現在の進捗状況、進み具合についてお知らせをさせて

いただきます。 

皆様方から、原則廃止という形で答申をいただきました。その中に、付帯事

項等もありまして、その付帯事項等について１つ１つ確認をする必要があるだ

ろうと、これが実際できるのかできないのかということを確認、検証していく

必要があるということで進めてきました。 
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まず１つは諏訪圏域の６市町村全体でこういった施設を見ることができな

いかという可能性については、当初、６市町村に対して、他のことも含めてこ

うした議論の申し入れをしました。しかし、どうしてもそれぞれの事情があり、

協議すること自体がなかなか難しい状況がずっと続いて参りました。 

新聞報道等でも、みなさんもご承知だと思いますが、やっと６市町村で、こ

ういった公共施設のことだけではなく、みんなでやれることを模索するような

会議体を設けることができました。 

先日発表があったように、いわゆる防災の関係、一部事務組合でごみ処理施

設同士の災害時の連携協定、観光をみんなで推進をしていこう、など５項目を

発表させていただき、とりあえず１歩進んだという形です。 

それから県との交渉においては、県の方に支援を求めて参りました。県は、

理解を示してくれていますが、やはりこの諏訪圏域としてどう考えているのか

ということを非常に重要視しており、諏訪圏域として、この施設が必要なのか

どうかというところを非常に注目しているところです。 

私も県議をやっていましたので、県の立場はよくわかるんですけれども、１

自治体のために何かをすることは県としてはやりにくい。 

やはり圏域としての意見があって、そこに対して支援するという形がやはり

すごく大事で、そこの部分が正直まだ諏訪圏域でできていない状況ですので、

県としても、何とか支援してあげたい気持ちはあるが、圏域の態度がはっきり

しないので、明快な答えを出せない状況にあるのかなという認識をしていま

す。 

国に対しては、明日行ってお話をさせていただこうと思っております。 

あと民間企業にもいくつかお話をさせていただいていますが、いずれにして

も、どれも結論めいたものが出ていないため、もう少しお時間をいただきたい

ということが正直なところです。 

私どもとしては、今運営を委託している企業様があるため、そことの契約を

延長させていただいて、少なくとも私の任期があるうちに、きちんと結論を出

させていただきたいと思っております。 

委員の皆様方には、本当に苦渋の決断という形で、結論を出していただきま

したが、私も経営者の端くれでありましたので、経営の視点からすると廃止は

当然のことと受けとめておりますが、とはいえ、それだけではなかなか結論を

出してはいけないものでもあるという形で、皆さんも本当に悩まれたと思うん

ですけども、最終的には、私の方ですべて受け止めて、政治的な判断という形

にしたいと思っております。 

いずれにしましても、まだどうするかという判断は出せないという形で、も

う少し時間的な猶予をお与えいただきますよう、お願いを申し上げる次第でご

ざいます。 

私からは以上となりますがその辺のところご了解いただければ幸いに存じ

ます。よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。スケートセンターのこれまでの経過報告について

スポーツ健康課長お願いいたします。 

 

スケートセンターについて経過報告をさせていただきます。 

まず施設改修費用の精査を行いました。こちらについては、存続させた場合

の改修費や優先度について再度精査を行ったものです。 

資料の表のとおり、当初見積金額は令和６年６月の会議資料に提示した金額
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で、右側にあるのが精査後の見積金額になっています。こちらは、この金額す

べてではなくて、部分改修または期間等によって、製品ランクを下げるという

ことも可能ということで、聞き取りをしています。 

そういったことで、合計金額として、11 億 5779 万 2000 円の当初見積に対し

て、精査後は 11 億 3464 万 4000 円となっています。なおこちらは、現在の冷

凍機が問題なく稼動することが前提となります。 

また、営業期間等によって優先順位は変動します。続いて付帯意見への対応

は、①税金の増収・市民による市税の増額投入の合意については、市税の増収

はあったが、不足額を満たすほどの金額ではなく、また市民への市税の増額投

入の合意を得ることは現状考えていません。 

次のページ、②目的税などの新たな税負担を市民に課すとことについては、

現時点では新たな税負担は考えていない。 

次に③受益者負担の原則については、令和７年 10 月 1 日本日から使用料の

改定により、受益者負担の増額をはかるものの、維持管理費を全額賄える金額

設定にはなっていない。 

続いて④起債（借金）に頼らない資金調達については、先ほど市長から申し

上げましたが、現在、国、県に補助制度の要望をしている状況です。また民間

企業へネーミングライツ等の支援を投げかけている最中です。 

続いて⑤国営化、県営化、諏訪広域化による運営になりますが、こちらにつ

きましてはどれも難しい状況です。 

続いて⑥民営化による運営は、指定管理者に打診するも難しいという回答が

ありました。 

⑦市税を導入しない方法での運営は、営業期間の短縮やコース幅の縮小等に

よる維持管理費の削減を図るとなっております。 

続きまして、参考として営業実績の令和５年度と６年度の比較になっていま

す。営業日数は変わりませんが、入場者数は伸びています。また、指定管理者

にも頑張っていただいて、利用料収入は伸びてきています。 

経費は若干伸びていますが、利用料収入が伸びてきていることに伴い、差引

金額が市の持ち出し金額が減っているような状況になっています。 

なお、指定管理料は、ゴルフ練習場、プールを含む金額となっています。 

最後の今後についての部分になりますけれども、冒頭の部分は申し上げまし

たので、なおのところからになりますが、決定するまで間は、大規模改修は行

わず修繕は最小限にとどめる、また営業期間の短縮や大会数の削減、リンク面

積の削減などについてスケート協会と協議し、可能な限りランニングコストの

削減と設備への負荷軽減を図っていく予定になっています。 

説明は以上になります。 

 

はい、ありがとうございました。冒頭市長から、６市町村、県、国への要望

した経過等々説明をいただきました。任期中には結論を出したいので、もうち

ょっと猶予をいただきたいというお話でした。 

また、その他の付帯事項についても、今事務方から説明をいただいたところ

です。私どもとして、原則廃止という中で、こういう条件が整えば継続しても

いいのではないかということで答申をさせていただいたところでございます。

そんな感じで今説明をいただきましたが、委員の皆様から、不明な点がありま

したらお出しいただきまして、そのあとご意見を頂戴するという進め方にさせ

ていただきたいと思います。 

私の方から先に、今説明をいただいた今後について、このことから、現指定
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管理者との契約を令和９年度末まで２年間延長とし、施設の方向性について、

令和８年度中に決定したいということで、これは決定事項か考え方かどちらに

なりますか。 

 

こちらは、結論が出ていない中で、ゴルフ練習場も含めて、スケートセンタ

ーの指定管理が今年度末の令和８年３月 31 日で期間が切れてしまうため、延

長していきたいと考えております。 

 

これは、現時点での市の考え方ですけれど、指定管理者の管理期間は、議会

の議決を経て市長の権限を、今はパティネレジャーさんに委任していますの

で、期間を延長する場合には議会の議決が必要になります。 

現時点では、直ちに打ち切ることができないので、期間を延長したいけど、

それを今後議会に諮って、議決いただければ延長できることになります。 

 

なぜお聞きしたかと言いますと、私どもに諮問いただいたときの１つの大き

な命題とすれば、この契約があるので、早期に結論を出して欲しいということ

で、去年早急に、重点的にやったので、ちょっとここの具体的なことお聞きし

ておきたいということです。 

 

管理を委任する期間は５年間ということで議会の議決を経ているため、これ

は重いものです。それが今年度末に切れるので、今年度中に結論を出したいと

いうことでしたが、先ほど市長が申し上げたように、存続ないしは廃止を含め

た、その結論を出すために、とことん与えられた付帯条件を詰めないと、存続

するにしても、廃止するにしても説明がつかないので、少し時間をいただくこ

とになってしまいました。 

そのために、議会の議決が必要なため、簡単に延長できるものではありませ

ん。これは、一定の事業者が提案をして本来なら５年間の中で委任しているも

のですから、それを２年間延長したいということは、議会でも十分説明をして

ご理解をいただいた上で議決をいただけなければできないものですから、非常

に重いものです。 

答申をいただいたにもかかわらず、簡単に市が延長するということではな

く、延長するにしても、議会の議決という非常に重い課題があるということを

ご理解いただければと思います。 

 

はい、わかりました。ありがとうございました。それでは委員の皆さん、ま

ずご質問ありましたらお願いします。 

 

１枚目の見積金額の件で、１点確認をお願いします。当初見積金額は少し前

の見積で、精査後は最近だと思いますが、この物価高騰の中で、金額が下がっ

ているものが多々見られることが少し不思議な感じがするのは、さきほどおっ

しゃられたダウングレードしたからなのか、何か違う理由なのか教えていただ

ければと思います。 

 

これは、不陸整正等の再精査をした結果、不要な部分をカットしたというこ

とで工事費の削減を図っているもの、また配管等についても、ダウングレード

ではなくて、範囲の縮小になります。LED 化については、LED の照度が明るい

ため、当初同じ灯数でのものを考えていましが、灯数等の削減で、金額として
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副会長 

 

 

減額になっているものになります。またオーバーホールにつきましても、程度

というか期間を、どこまでやれるかということもありますけれども、最小限の

オーバーホールというような費用で算出していただいておりますので、金額が

下がっている状況です。 

 

はい、ありがとうございます。先ほどのご説明の中で、本日からの使用料改

定により、最終的には全額を賄える使用料設定にはなっていないということ

は、市の歳出のシミュレーションでどれぐらいなっているのか、もし計算でき

ているのであれば教えていただきたいです。 

 

使用料収入の細かい数字は持ち合わせておりませんが、大体５％ぐらいの増

加を想定しています。しかし、支出も経費、電気料、人件費等が上がっており

ますので、差し引きすると、若干の収入増にはなりますが、記載のとおり、維

持管理費の全額を賄える料金設定にはなっていない状況です。 

 

利用料金の改定手続きはどのようになりますか。要するに、市の内部で決め

て、議会へ諮るわけですか。ちょっと段取りを教えてもらえますか。 

 

手続きとしましては、公共施設の使用料は、条例で定めることになっており

ますので、議会の議決が必要になります。 

そこで、６月議会にスケートセンターだけではなく、その他の公共施設の使

用料改定について、条例改正を議会に提案しまして、議決をいただいたところ

でございます。 

 

はい、ありがとうございます。使用料の改定は、そんな簡単ではなく、議会

にかけて、条例の変更という形をとるということでご案内をいただきました。

その他にいかがでしょうか。 

 

補足で、利用料の改定を６月の定例会でお認めをいただきましたが、その時

に一番議論になったのが、市民と市民以外という温泉施設の利用料でした。 

その市民と市民以外を分けた方が、市民としてのメリットが感じられるとい

うことで、そこが結構な論点になりました。 

ただ、先ほども６市町村で、例えば公共施設をみんなで支えていこうという

体制を作るためには、温泉は市民と市民以外と言いながら、スケートセンター

は６市町村で見てくれと言っても、通用する話ではないです。 

ですから、まずはそこからやっていかなければいけないと考えております。

ですので、市民と市民以外という区分を廃止させていただきました。 

その次に目指すところは、類似した公共施設の料金の統一化だと、私は個人

的には考えております。 

そうしたことをやっていった先に、６市町村で、この施設を見ていこうとい

うものの選択ができてくるのではないかと思っています。 

やはりそこに持ってくには相当時間はかかると私どもは認識をして進めて

いるところでございます。 

 

スケートセンターの質問です。確か当初冷凍機に問題があるということで、

話が出たと思いますが、２年、令和９年まで延長するということは、冷凍機が

壊れたら、そこでもうやめるということですか。 
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冷凍機の壊れ方にもよると思います。補修でいけるか、多額の金額がかかる

場合には、その時点で協議をしていただくことになると思います。 

修理ができない入れ替えをしなければいけないというような状況になった

場合には、理事者等の協議をしていただいて、入れ替えもしくは存廃に関わる

ことになりますので、また協議をしたいと思います。 

 

副会長がお聞きしたかったのは、原則廃止に向けては、もう少しお時間をい

ただいて慎重に検討したいと、これは大方の委員の皆さんは理解できると思い

ます。 

ただ、壊れたら、それは即決で、直して延長するという話もないと思うんで

すよね。それは同じだけの天秤で審議していかないと、片方の議論だけが先行

するということは考えられないと思うので、まだ時間いただきたいということ

でありますけども、壊れたときどうするのかという話は、これは内部で相当詰

めておいていただきたいと思います。 

 

市長が国に、私が県へと、国、県との交渉をしてしますが、仮に、運営コス

トが相当低減するような改修工事をして、国や県から補助金をもらったとしま

す。そうすると、補助金をもらった場合、壊れたからといってすぐに廃止にす

ることはできず、国や県は少なくても 10 年など長いスパンの中で使うものを

前提にして補助金が出すわけですから、そこも踏まえて、私どもが国や県に補

助金をもらって、本当に存続するのか、そうではなく、冷凍機も含めて、金額

がかかるので、国や県からの支援措置を諦めて廃止するのかそこら辺も含めて

今非常に詰めて検討しているし、国や県の支援措置がどういった形で出される

のかということも踏まえて、絡みで検討していくことになるため、回答として

は、冷凍機が壊れたときのその事業費も含めて、なおかつ、国や県にお願いで

きるかその辺を今詰めているところですのでご理解いただければと思います。 

 

スポーツ協会を代表している身で、意見をお願いします。市の方で、鋭意努

力していただいて、何とか続けていこうという方向に、向けていただいている

ことにはすごく感謝しています。 

私どもとしても、できる限りのことはしたいと思っています。少しお話しま

したが、日曜日の一般への開放、それから今スケート人口がだんだん減ってき

ている中で、小学校や保育園へ講習会をして、茅野市のスケート人口を増やし

ていこう、また盛り上げていこうという努力はしていくつもりです。 

ですので、原則廃止という結論が出ましたが、この付帯事項をある程度クリ

アできるようだったら、続けていただければありがたいと思います。よろしく

お願いします。 

 

その他、よろしければ、この場で、それに対する私どもの意見集約をすると

いう段階ではございませんので、次回以降のまとめの中で、またこの会議の最

終的な結論を出して、進めていきたいと思いますので、今日はこの辺でよろし

いですかね。 

それでは①のスケートセンターについては以上とさせていただきます。 

それでは②プールから⑥の総合博物館まで、通しで説明をお願いいます。 

 

② 31 プール(資料３)  
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次に資料３になります。優先改革事項 31プールについてです。 

 

 

プールについての経過報告でございます。 

最初に１、経過になりますけれども、令和６年８月に、令和６年度の営業を

もってプールは閉鎖となっております。 

続きまして、１１月から１２月にかけてサウンディング型市場調査の実施、

12 月に都市公園条例の一部改正でプール施設の廃止を行いました。 

令和７年１月から２月にかけて、公募型プロポーザルを実施しましたが、最

適事業者はありませんでした。その後、３月に第２回目の公募型プロポーザル

を再度実施し、最適事業者を選定しました。 

４月から５月にかけて最適事業者との協議を行い、契約内容等の細目協議、

現地確認を行い５月に譲渡契約を締結、７月に最適事業者による営業が開始さ

れました。 

続きまして２、プールの営業についてですが、運営者は中崎茂男さん、屋号

はホテルわかみず、名称はＡＱＵＡクラブちの、また本年の営業施設は 50ｍプ

ール、25ｍプール、幼児用プールでした。 

営業期間は、プレオープンが関係者のみで 7 月 20 日、本オープンが７月 29

日、営業終了が 8 月 28 日となっております。 

営業時間は一般が午前 10 時～午後４時、合宿は午前６時～午後７時、料金

は小学生以上が１人 1,000 円、小学生未満は無料となっています。利用者数は、

有料入場者数が 605 人、未就学児入場者数は概算で 1,150 人、合宿入場者数が

延人数で 3,629 人となっています。 

なお、これに伴い、指定管理料が 600 万円の減、工事費用が大体 50 万円か

ら 100 万円の減、土地の使用料が 260 万円ほどの収入となっておりまして、市

の財政としましては 900 万円ぐらいの効果がありました。説明は以上になりま

す。 

 

③ ４温泉(資料４)  

続きまして資料４、優先改革事項４の温泉施設になります。 

 

 

温泉施設の検討状況について社会福祉課から説明をさせていただきます。 

まず現状でございます。温泉の利用状況は、令和４年度、５年度、６年度の

３年間分をこちらに記載しています。利用状況は、微増となっておりますが、

１つの目安となるコロナ禍以前の令和元年と比較いたしますと、まだ５万人弱

と少ない状況であり、そこまで回復していない現状です。 

また、古いもので 30 年以上経過をしていることから、施設の老朽化に伴い、

今後見込まれる改修費用等、経営状況はかなり厳しいものが予想されます。 

これらを踏まえると、今後すべての施設を維持していくことは、かなり困難

であることから、民営化等々の検討をしていく取組をしていかなければいけな

いそんな課題がございます。 

その課題への取組として、令和６年度は、６ヶ所の温泉施設と、高齢者福祉

センター(ゆうゆう館)も含めて、サウンディング型市場調査を実施しておりま

す。 

次のページになりますが、こちらのサウンディング市場調査は、民間譲渡の

市場性を確認する手法となっており、記載のスケジュールで公募をかけまし
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た。 

結果は、提案が２社ございました。 

１つ目は、アクアランド茅野について、スポーツ施設を運営する会社からの

提案でしたが、アクアランドは、指定管理という前提で受けることは可能であ

るが、今現在の指定管理料と比較した場合は、専門性のあるスタッフ等々を雇

用することもあるため、現在よりかなり高額になる。 

加えてスポーツ施設という観点から見て、実はアクアランド周辺の商業圏、

そういったところも調査をしていただきまして、隣接では、スポーツ施設もか

なり飽和状態で、今後の人口減少等も見据える中では、民間での運営はかなり

厳しいという提案でございました。 

２つ目は、縄文の湯と望岳の湯に対しましては、特別会社を設立したコンセ

ッション方式というご提案を受けました。 

こちらは指定管理と異なり、かなり長期的な契約に基づき、柔軟な運営がで

きることでのメリットがあるということで提案をいただきました。 

こちらの提案を受けた中で、市で協議をした結果は、コンセッション方式提

案を受けましたが、問題とすると、市が所有している状態は変わらない、運営

だけが民間となるため、施設を持ち続ける責任において、老朽化等々のコスト

がかさむということは解消されない。 

やはりこういったものは、なかなか提案を受けづらい、そういった結論をい

たしました。 

これまでのことから、令和７年度は、まず民間譲渡を条件とした、サウンデ

ィング型市場調査を現在実施しており、問い合わせ等現在２社いる状況です。 

温泉施設つきましては、以上です。 

 

④ 25 小学校(資料５)  

続きまして資料５、優先改革事項 25、小学校のあり方の地域対話についてで

す。 

 

地域全体の地域対応の報告についてご説明をさせていただきます。 

６月 30 日から８月５日にかけて、地区ごと、対象者は限定をせずに、地域

対話を実施いたしました。その際に使用した資料は、次の 38 ページに及ぶ資

料でありますけれども、その中では、人口の推移、それから児童数の推移、国

や県の制度、これは学校の規模や教職員の配置の考え方、このことについてご

紹介をさせていただきました。 

それから、２月から５月にかけて行いました保護者の地域対話で寄せられた

保護者の意見を参考に、６つのパターンを示しています。また保護者対象の地

域対話の中で寄せられた意見、開催状況についても、この 38 ページの資料に

まとめてございます。この資料に基づいて、地域対話を行いました。 

開催の状況については、開催時間は、夜の７時から午後８時半まで開催し、

参加者はご覧の通り、合計 258 名の参加がありました。さらに動画配信も行い

ましたが、８月 15 日の時点で、合計 466 回動画を視聴されています。 

ただし、これはちの地区から中大塩地区まで、それぞれの動画がありました

ので、そこに書いてある通りの内訳になりますのでよろしくお願いします。 

②地域対話の中で寄せられた主な意見をご紹介させていただきます。 

最初の中ポツですが、市の財政的に９校維持できるのか。行政的な判断はど

のようにするのか。 

その次です。児童数の減少と財政面の課題、どちらを主に考えて、意見を聞
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きたいのか。 

その次のポツです。茅野市の財政はそんなに危機感がある状況ではない。バ

ランスシートで資産を見ながら管理し、残すなら計画的に検討する必要があ

る。 

１つ飛ばします。茅野市の施設として、小学校９校必要なのか。施設の複合

化も考えられる。 

もう１つ飛ばします。中学校区で小学校の統合を考えて、新しい小学校では、

複数の地域が学校を支える。学校が必要だという地域には、分校、小規模特認

校を考えてみる。 

もう１つ飛ばします。子どもたちの未来に対してどうするべきかという話し

合いをしていきたい。 

次のポツですが、児童数だけで結論を出さないで欲しい。 

次のページになります。上から６つ目になります。地域によって考え方の差

を大事にとらえて欲しい。 

２つポツを飛ばします。人数から統合はしょうがないと思うが、小学校がな

くなると、子育てしにくくなるのではと心配。ここで子育てをしたいと思える

環境を作って欲しい。 

最後です。中学進学で大人数の学級になる不安や環境になれる負担が大きい

と子どもたちを見て感じる。社会に出て多様な人や年代と関わっていくために

は、最初からある程度の人数で生活をする機会を増やしていった方がよい。 

様々な意見がありましたが、存続をしていくという考え方、新しい形に変え

ていくという考え方、規模は大きい方がいいんじゃないかという考え方、大き

く分ければ、この３つに区分できるような意見が寄せられたと捉えています。 

参考までに、２ページ目の下には、保護者対象の地域会話の参加者数を掲載

しました。 

それから今後のスケジュールですけれども、これはあくまでも予定です。今

現在も検討を進めておりますが、学校のあり方に関する市民アンケートの実

施、これは昨年保育園、幼稚園、それから小学校中学校の保護者を対象にした

アンケートを実施させていただきました。 

しかしながら、それから地域対話を進める中で、資料も様々で、お出しする

資料が変わってきておりますので、聞く内容を変えながら、アンケートを実施

したいと思っています。 

ご覧いただきますと参加者数も多いところ少ないところとまちまちでござ

います。イメージ的には、20 代～40 代の参加者数は少なかったと感じていま

すので、参加者数が少なかった世代の声を、取り入れたいという思いが、この

アンケート実施を進めているところです。 

それからもう１つ、第２回地域全体の地域対話開催ということで、６月 30 か

ら８月５日までは、地区を限定して、開催しましたが、オール茅野という感覚

で、地域対話を開催したいというのが、もう１つの案でございます。 

この辺りを進めながら意見の集約をはかっていきたと考えています。説明は

以上です。 

 

⑤ 29 茅野市民館(資料６)  

次に、資料６番、優先改革事項 29、茅野市民館についてです。 

 

 

それでは、優先改革事項 29、茅野市民館、施設複合化の促進や施設の売却・
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指定管理協定の見直しについて、説明をさせていただきます。 

まず１、現状を説明させていただきます。設置の経緯は、諏訪圏域の市町村

合併構想が進む中で、合併を見込み、主に市民活動の発表の場として、市民主

導で、設置されたものです。他市施設の存在を考慮に入れ、機能分担水平補完

の考え方を取り入れていました。 

次に決算状況の概要ですけれども、令和６年度の状況です。市の市民館費決

算ですけれども、指定管理料として１億 6300 万円、改修工事費 9,494 万 8000

円、その他 268 万 1 千円、計２億 6062 万 9000 円となっています。 

地域文化創造の決算ですけれども、市からの指定管理料がそのまま施設管理

売上となりまして、１億 6300 万円、事業売上（貸館）が 3211 万 7000 円で、

１億 9511 万 7000 円。支出は販管費、一般管理費で１億 8496 万 5000 円、その

他費用合わせまして計２億 88 万 7000 円、当期純利益としましてはマイナス

577 万円となっています。 

利用状況は、15期、16 期コロナ前、17期から 19 期コロナ期、コロナ後の 20

期 21 期の表示をさせていただいております。合計人数としましては、21 期、

昨年度は 127,426 人でコロナ前に、近づきつつあるという状況です。この中で

増加しているのは貸館で、稼ぎになっている部分で力を入れていること、それ

から、主催事業の人数が減っておりますけれども、こちらは縮小し、貸館に重

点を置いているということが表れております。 

経営体制ですけれども、貸館需要の増加、多様化による社員の疲弊や、将来

の人材育成への不安等の問題があり、会社の経営強化のため、また、市と地域

文化創造との連携を再構築するため、令和７年６月１日から、市長を社長とし、

市の派遣職員の代表取締役専務を置く会社設立時と同様の役員体制に変更を

しております。 

そこの表が、歴代の会長、社長、専務になりますが、当初矢﨑和広市長、そ

のあと柳平千代一市長が社長ということで、平成 25 年から、市長が会長職に

つき、地域文化創造の辻野隆之さんが社長という体制でずっとやっておりまし

たけれども、その後、今井市長に会長が交代し、社長も久保さんに交代し、令

和７年度になりまして、市長が社長に改めて就任し、専務として、市から派遣

している柳沢正広氏に就任をいただいているところです。 

２、優先改革事項のこれまでの取組状況については（１）施設の売却は、上

記の現状を踏まえ、文化芸術、ホール政策の専門家の中川幾郎行政アドバイザ

ーに意見聴取を行ったところです。 

茅野市民館の規模的に見て、収益事業による黒字経営は、難しいものである。

そして地域文化創造の様々な取組は全国的に見てもすぐれており、これだけの

取組を行っているにもかかわらず、この指定管理料は、格安であるというご意

見をいただいております。 

次のページ（２）施設の複合化についてですけれども、貸館事業に必須でな

い部分の用途変更を検討し、指定管理者側の運営コスト減少を図ることについ

て、指定管理者及び関係者の一部の了解は得られております。 

今後は市民を交えて具体的な内容について話し合いを進めたいと思います。 

（３）指定管理協定の見直しについてですけれども、来期、９年度末までの

指定管理期間終了後に向けて市民や地域文化創造と連携しながら運営体制の

検討に着手をしたところです。 

現状の課題です。 

（１）茅野市民館の改修工事に関しては、施設の特殊性から、今後数十億円

の費用がかかる見込です。大きく分けると、以下の２点となります。 
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①建物として使うための設備、これは市庁舎と同様です。躯体・設備改修、

LED 化、省電力化等です。 

②文化ホールとして使うための設備、これは照明、音響、稼働座席の改修等

になります。 

①に関しては、庁内全体で計画する体制が整っており、建物ごとの優先順位

をつけることができているが、②についてはどのぐらいの水準の設備を用意

し、市民サービスを行っていくかという点に繋がり、市単独で内容を決定しづ

らい部分でもあります。 

そのため、茅野市公共施設再編計画を踏まえ、茅野市民館の方向性、現状の

市民館の性能を維持するかどうかを、市民、地域文化創造と協議を進める必要

があります。 

（２）指定管理者の社員の高齢化及び人材育成が進んでいない問題があり、

サービスの継続性に不安がある。退職派遣職員の専務取締役を通じて、市と指

定管理者の情報共有を密にして、管理運営計画の見直しを引き続き行い、社員

の負担を減らしていく必要がある。 

（３）施設の複合化に関して、（１）と同様に市民サービスの量、質に関わる

問題であるため、その是非について検討していく必要がある。 

４、今後の方向性です。（１）建物については、LED 化や既存設備の省電力化、

館の設備関係の計画的な更新を進め、館のランニングコストを少しでも下げて

いく。今年度は、美術館照明の LED 化の予定があります。 

なお、中期財政需要計画では、今後５年間の改修工事にかかる費用を毎年１

億円程度と見込んでおります。図書室の運営方法の変更について協議を進め、

可能であれば収益に繋がる運用を行い、このことにより地域文化創造の負担軽

減を図っていきたい。 

（２）運営・指定管理について、代表取締役専務を通じて、社員の能力を十

分に発揮できる環境整備を図ることによって、市民に対する安定的な館の運営

を保証していくとともに、上記のランニングコストの軽減を進めて、将来の負

担を抑える。次ですが、管理運営計画の見直しを関係者とともに積極的に進め、

市民に対する重要なサービスとなっている貸館業務と業務に従事する社員の

負担の均衡を図る。 

（３）施設の複合化については、施設の利用状況などの分析を進めるととも

に、市全体の公共施設との関連性や、今後の市の文化行政における茅野市民館

の位置付けなどを考慮しながら、必要性の是非について検討を進めていきたい

と考えています。以上です。 

 

⑥ 30 総合博物館(資料７)  

最後になります。資料７、優先回復事項 30、八ヶ岳総合博物館についてです。 

 

 

八ヶ岳総合博物館の検討状況について説明させていただきます。 

茅野市を中心とした諏訪地方の自然、民俗、歴史を学ぶことができる博物館

であり、諏訪地方唯一の科学博物館の機能を持ち、茅野市の生涯学習基礎セン

ターとしての博物館の展示機能を持ち、それまでの茅野市民俗資料館を統合し

まして、昭和 63年に開館しました。 

市民の生涯学習に資するだけでなく、小中学生や観光客、移住希望者にも茅

野市の自然、歴史、風土を伝える窓口となっています。 

次に入館者、収支状況でございます。令和２年度から６年度まで、コロナ禍
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等について記載させていただいております。参考までに令和元年の、前の数字

を申し上げます。有料入館者 3011 名、無料入館者１万 3511 名、計１万 6529 名

で、６年度実績をご覧いただきますと、ほぼコロナ前に、入館者総数では近づ

いてきています。ただし、有料入館者は、令和元年度には 3011 名に対して６

年度 6229 名ということで、有料入館者については、博物館でも努力いたしま

して、入館者を増やしている状況です。 

次の歳入歳出の推移でございます。令和４年度から６年度の歳入歳出の状況

になります。 

３、現状と課題について、 

（ア）建設から 37年が経過し、施設等の老朽化により、今後 10 年間で、８

億 4000 万円の改修費用が見込まれております。 

（イ）市の持ち出しは毎年 5000 万円を超える状況でございます。 

（ウ）作り込みの展示となっていることから、展示替えが難しい状況でござ

います。 

（エ）収蔵庫のスペースは、かなり多くのものが収蔵されており、余裕のな

い状況にございます。 

（オ）施設の複合化を検討する際、市民研究員の活動拠点の検討を求められ

ていました。こちらは、博物館であると担当としては考えております。 

４、これまでの優先改革事項の検討ということで、（ア）展示機能は博物館と

して、可能な範囲で展示機能の充実を図って参りました。大規模な展示替えを

することは難しいため、今後も手づくりで展示を、保管したり、フィールドに

出たり、講座を充実させて、茅野市の自然、民俗、歴史を利用者に伝えていき

たいと考えています。 

（イ）収蔵機能については、寄贈の受入方法は収蔵していないものは、基本

的には寄贈を受けていますが、今後も受けていきたいという方向で考えており

ます。受入方法を検討し、マニュアル作成を試みましたが、一律の基準を設定

することが難しく、今後の収蔵場所と併せて引き続き検討していきたいと考え

ております。 

（ウ）市民研究員の活動拠点は、博物館の責務は博物館法で、資料収集、研

究、教育普及と定義されています。博物館が市民の力を借り、資料を収集整理

し、研究を行う。市民は博物館に協力しながら生涯学習活動を行う。この市民

研究員活動は全国でも数少ない活動であり、これからの博物館活動の見本とな

る活動であると考えています。 

５、今後の方向性について（ア）入館料の改定は、普通入館料を 10 月 1 日

から改定しました。 

（イ）入館者、収入の増加については、プラネタリウム 100 周年記念事業が

昨年行われました。とても好評で来館者数が 2,322 人でした。今後も、事業を

民間と協力しながら、有料入館者を増やす方向で取り組んでいきたいと考えて

おります。 

また夏の親子工作教室を、今年度はセイコーエプソン株式会社の協力により

３講座設けました。125 組を募集し、約 350 組の応募がありました。 

物販についても今後検討していきたい、それから特別展開催時の特別料金に

ついても検討したいと考えております。以上でございます。 

 

説明は以上になります。会長お願いいたします。 
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②～⑥一括質疑 

はいありがとうございます。では、プールについて、これは譲渡されたと言

うことで完結と言ってもいいかなと思いますが、特段ご意見ございますか。よ

ろしいですかね。 

では、次の温泉施設の関係です。調査はしたけれども、なかなか難しいので、

民間譲渡を前提とした取組に移りたいという説明でした。ご意見等ありました

らお願いいたします。よろしいですかね。あればまたまとめの中でお願いをし

たいと思います。 

次に小学校の関係で、当初、保護者を対象に説明をして意見がまとまらず、

今度は地域に出て説明会を行った。この後は、地域を特定せず、全体で再度や

って、結論を出していきたいという説明でございました。 

これも子ども数の減少が見えている状況での対応ということになりますの

で、そうは言っても、急がなければいけない内容かなと思いますが、ご意見あ

りましたらお願いしたいと思います。 

 

小学校についてですが、先日、知人と話して、確か下伊那の方だと思うんで

すけど、同じような状況で、森林学校のような特別な教育を始めて、非常に特

殊なことらしいんですが、そのことによって、域外からの県外の方も含めて、

移住者が増えているという事例があるときいて、ネットで調べたら実際あった

みたいです。 

まさにこのあたりは、田舎で森がいっぱいあるという強みを生かせば、単純

に合併していきましょうっていう議論よりも、ちょっと別の視点からアプロー

チした方が、解決策が見えることもあるのかなと思ったりしたんですけれど、

プロの皆さんの方ですでに検討されていたらあれなんですが、こういった検討

は、いかがでしょうか。 

 

どうでしょうかね、自然に減っていくのを待つのではなくて、移住者も含め

て呼び込んで存続していくような方策、取組がどうでしょうかという提案でご

ざいますが。 

 

下伊那の地域の特性や地形ということがあると思うので、なかなか、そこの

手法が茅野市において、できうるものなのかということは、非常に難しいと思

います。下伊那の山の谷間にある、どうしても地理的に残さなければいけない

地域での山村留学の話かもしれません。首都圏にいらっしゃるお子様たちが、

この山合いにある学校の特色ある教育に興味を示し、そこに移り住んでくると

いう場合もあります。 

すなわちそのやり方が茅野市にとって、有効的なものかっていうと、なかな

かそれはイコールではないかなと思います。 

茅野市の場合、身近にある、例えば最寄りの学校まで、もう２キロもう３キ

ロ延ばせば行けるというような距離感にありますが、下伊那の場合は、１時間

かけないと行けないというようなケースもあるので、残していくという考え方

がもう前提にあるという場合もあります。なので、これはイコールではないと

いう意味です。 

ただし、地域対話の中でいろんな意見をもらいました。山村留学によって人

を増やしていく。それから、小規模特認校といいまして、小さい学校を、児童

数を増やすために、今決められている通学区を完全に取り払って、自由に茅野

市内全域から子どもを集めるという方法。これは茅野市ではもちろんありませ
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んけれども、最寄りでは、伊那市の方で３校ほどやっております。そういった

ところへも視察しましたし、あと大町市でも山村留学をやっていますがそちら

も視察に足を運びました。 

また、大町市は過去にすでに１度統廃合を行っていますが、次にまた第２回

目の統廃合を行わなければいけない状況に陥っています。 

それは、第１回目の統廃合から 1000 人ぐらいの児童数が減っているからで

す。そこにも山村留学というような、制度を使いながら、お子様を増やそうと

いうような試みもされておりますけれども、なかなかそれでは、抜本的な見直

し対策にはならないというようなことが言われています。 

ただし、茅野市にとっては、もっと魅力のある売り出し方があるから、そう

すれば、首都圏から人が入ってくるかもしれません。それをやってみなければ

わからないということで、あちらの地域では成功しているから、うちが成功す

るかといったらそうではないというところは、慎重に考えなければいけない仕

組みの１つだと思います。 

 

ありがとうございます。すでにご検討されるということで、たぶん小規模特

認校だったと思います。茅野市の中でも、この辺りのような、都会のところも

あれば、田舎もあり、それぞれが違った教育をしていてもいいのかなというと

ころでのジャストアイディアであるんですけど、十分ご検討も視察もされてい

るということで、引き続き、また研究していただければと思います。 

 

長野県内で山村留学制度を、取り入れた地域はいくつかあります。ただ。そ

の中で、うまくいった場合、うまくいかない場合があります。 

下伊那の場合、一旦取りやめたところもあります。 

そうしたときに一番問題になってくるのが、受け入れ側と、こちらに来てく

れる側とのミスマッチという問題です。地域全体のあり方にも関わってしまう

という要素も持ってきます。 

ただ茅野の場合、小規模校の中で、いわゆる山村留学制度を行った場合、何

を目玉にして、どういう目的で来ていただけるのか、それと同時に茅野市の子

どもたちがどう育っていくのかという点で、やはりこれから地域の方のご意見

をお聞きする中で、検討していく。 

ただ、そういう方向でいきますが、子どもは増えるけども、大人が必ずしも

増えない、そういうやっぱり限界があるかと思います。ただ、今後も引き続き

検討してまいります。 

 

その他、学校についていかがでしょうか。 

 

議論の大前提の話になってきますけれども、この小学校の件に関しては行財

政改革のうちの重きをなすは「財」というよりは「行」の部分だと私は認識を

しています。 

６年後には、複式学級になるような学校が出てくる可能性があると現在予想

しています。 

ただ、学校をどういう形にするか決まってない状況ですけれども、これがど

の形にしていくかが見えていないと、中央公民館や図書館、市民館など他にも

やらなければいけないことがたくさんある中で、学校は絶対なければいけない

ものですから、例えば全部綺麗にしていこうとすると 10 年から 15 年位のスパ

ンとして見ていく必要があり簡単に建て替えることはできないので、将来 10
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年 15 年後にどういう形にするのか、そうしたときに、図書館や中央公民館を

どこかに複合化できるのかというようなことを、考えないと、今からきちんと

その計画を作るためには学校を将来どういう形にするのかっていうところを

まず決めたいというのがございます。 

その上で、やっぱり茅野市の中で、大きく減ってくるところもありますけれ

ど、最終的に 15 年後ぐらいは、どこの学校も減ることもわかっています。そ

うしたときに、やはり子どもたちにとって今我々がやっている作業は、子ども

たちにとってどういう学習環境が一番いいのでしょうかというところをまず

聞いています。その上で、市としてはこういう形でいかがでしょうかって出し

たいと思っています。 

それでまたご意見を聞いて、そして最終的な案を出せればいいと思ってやっ

ているところであります。 

正直、そのことによって、建て替えが、遅れる学校が出るかもしれないです

し、早まるところが出るかもしれませんし、いろんなことは想定できるんです

けれども、今とにかく皆様方から、子どもたちにとってどうかというお話を聞

いています。 

どうしてもこの議論を進めていくと、地域コミュニティだとか、そういう話

になってしまいます。地域コミュニティという話を突き詰めていくと、よその

学区から子どもを連れてきてくれという話になって、校舎さえ残ればいいとい

う話になるんですけど、そこに通っている子どもが地元の子でなくてもいいの

かということも、やっぱり考えていかなければいけないことだと思うんです。 

ですから、もちろんスピード感を持ってやらなければいけないんだけども、

そういった議論をする時間が多少あるので、そこの部分をきちんとやっていき

たいという思いで、この学校のことについては、進めさせていただいていると

いう形です。 

他の市町村のやり方は、もうもうぎりぎりになって、こうしないと無理です

って話になってから出しますから、否応なしです。こうしてくださいって話で

す。それで説明します。 

でも我々は、どうしましょうから入っています。 

なぜかというと、茅野市がパートナーシップのまちづくりというものを 20

数年間やってきて、そこを尊重しなきゃいけないと思うから、他市町村と違う

やり方を進めさせていただいてるということになります。 

ですから、正直、他の市町村でやってないことをやっているので、すごく担

当の職員たちは苦労してもらっていますけど、この１手間をかけておくという

ことが、将来、生きてくると思っていますので、そんなお思いでやっていると

いうことだけお伝えをさせていただきましたのでよろしくお願いします。 

 

どうしてもこの学校のあり方の検討を巡っては、市が財政面で、支出を抑え

るために統廃合を考えているんじゃないかと思われてしまいます。 

しかし、もしお金のことを考えたら、現在の校舎を少しずつ修繕しながら、

だましだまし長く使っている方が多分お金はかからないです。 

統廃合をして新しい最新の校舎を作って、古い校舎を除却して、そして子ど

もたちを今度スクールバスで送迎するとなると、もしかしたら統廃合した方

が、財政面ではかかる可能性が、高いんじゃないかと思います。 

ただ、子どもたちが本当に少ない中で、少人数で教育を受け続けることがい

いのか、それとも社会性を育むために、大人数の学校の中で教育を受ける方が

いいのか、子どもたちの教育のあり方がやはり一番だという中で、市長が提言
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をしている話ですので、市長からすると財政面で、統合すれば、お金が出なく

なるんじゃないかって非常に誤解がありますのでそこだけは訂正をさせてい

ただければと思いますけれどもお願いいたします。 

 

市長さん副市長さんから、今、財ではなくて、行を優先して、じっくりとも

時間をかけきれませんが、もうちょっと、慎重にやりたいということでござい

ますので、そういうことでこの件はいいですかね。 

 

市長の意見も十分理解できます。しかし、そういう意見を踏まえるならば、

資料２ページの参加者の第１回と第２回を見ると、第２回目から減ってくるん

ですよね。 

第１回行ったから、第２回は行かなくてもいいやっていう人が多分にいるん

だろうなと想像されるんだけれども、本来ならば、この市長の気持ちがもっと

伝わって、PTA の方々や、地域の学校の存続、文化面とか、そういう面での存

続を真剣に考えている人たちがもっと参加してきて、意見をたくさん述べても

らって、そのたくさん意見の中から集約されていくという方向が出てこないと

いけないのではないかと思う。 

何となく、私言ったから、あとは市が何とかやってくれるんじゃないのって

いうような、投げやりというと言い方が悪いんですけれども、私は言いました

というところで終わっちゃうといけないと思うので、また第２回の全体地域全

体の地域対話開催をするということですので、もっとたくさん声をかけていた

だいて、多くの意見を吸い上げてもらった方が、市長の気持ちが、逆にそこに

生活する人たちに繋がる、伝わるだろうし、そういう中から良い意見が出る可

能性があるんで、ぜひ担当課の方々は、鋭意努力をしていただいて、たくさん

の人に集まってもらうように、どうしても小学校や中学校だと、PTA の方々っ

ていうふうに主になっちゃったりするし、それから地域の文化活動されている

方々が、集まってくるんだろうなと想像されますけれども、できる限り多くの

人たちに声をかけてきてもらって意見集約してもらう方が、よりいいかなと思

います。 

ぜひ、この問題は非常にナイーブな問題だと思いますので、もう少したくさ

んの意見を吸い上げて集約してもらうと、そのようにお願いできればいいかな

というふうに思っています。 

 

ありがとうございます。今ちょうど、まち懇やっておりまして、学校の話の

出る地区と出ない地区とありますけれども、今はやっぱり子どもが少なくなっ

て、ちょっと今後大変だなというところの地区は、熱心にご意見をいただきま

す。 

ただ私どもの願いとすると、今の段階では、各地区でやっているのでいいと

思っていますけれども、例えば、町場、まだまだ子どもがたくさんいる学校の

人たちも、我が事として、みんなで一緒になって茅野市の子どもたちの教育っ

てどうあるべきかというそんな議論が、できればいいなと思って今進めていま

す。 

現段階では、それぞれの地区のご意見を聞いて、市としての案をお示しして、

多分ここの人たちも、もうそこを早く出してみたいな感じになっているという

ふうにお聞きをしております。 

私今やっぱり教育委員会が基本でやっていただかなきゃいけない分野だと

思ってあんまり市長が、口を出してもいけないかなと思っております。 
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ただ、次のステップに行ったら、どこかのタイミングで私も行かなきゃいけ

ないと思っています。特に地域コミュニティという話が絡んだときは、私が今

度は逆に行かなきゃいけないなと、そんな形で、試行錯誤しながらやっており

ますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

 

はい、小学校について、どうしてもという方あれば、よろしいですかね。 

時間もありますので、次に進みます。次に、市民館、ご質疑ありましたらお

願いしたいと思います。 

 

２のこれまでの取組状況の施設の売却について、問いに対しての回答が売却

についての回答になっていないように感じられまして、結果中川先生が、黒字

経営は難しいので売却も難しいという結論なのか、そのあとの、指定管理料が

格安だからこのままやったほうがいいという結論なのか、そこをちょっと伺い

たいです。 

 

資料にその辺を書き込んでおらず、大変申し訳ありません。こういうご意見

をいただいておりまして、また市民館というところが茅野市にかかわらず、市

外の方からも非常に利用をいただいておりまして、上に水平補完の考え方を書

いてありますけれども、いわゆるプロのコンサートとかそういうものはカノラ

ホールがあります。 

当時、茅野市民館は市民の活動発表として設立をした経過があり、その機能

は十分果たしていると思います。 

非常に大切な場であるということは認識しておりまして、売却というところ

結論は、正直出していないところなんですけれども、それも踏まえて売却でな

い方向で、何とかできないかっていうようなところも検討を進めているところ

です。 

 

なぜ民間への売却が難しいかということですけど、市民館建設当時は合併の

問題がありました。諏訪地域の中で、いくつかのホールを、合併後の市で運営

していくという前提の中で、カノラホールの席数とバッティングしない 750 席

ということで、合併後の市でこの館が運営できるような席数になっていまし

た。 

茅野市単独になったときに、750 席が非常に中途半端で、例えば１席１万円

取ったとしても 750 万円しか興行で取れないため、民間が買取り、運営してい

くには、事業上収益上難しいということで、この収益的に、事業による黒字経

営が難しい、そのようなお話が出ています。 

 

ありがとうございます。とすると結論としては、売却は難しいというのが、

今時点での結論ということですね。わかりました。 

 

その他いかがですか。ちょっと私から気になっていたことをお聞きしたいん

ですけども、結局合併を視野に６市町村で水平展開する中で、あの規模の収容

人員で設定したが、結局合併に至らなかった。今なって、単独で見てみると、

あの施設では収益性が低いという話ですが、そうなると、合併を視野に入れて、

施設を設計して、すごい見た目もいい施設でお金もかかっているんですが、そ

の時の手続きに問題がなかったのかというところがやっぱり疑問に思うんで

すよね。 
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誰が見ても、すごい施設だね、でも使い勝手悪いね、稼ぎ悪いねってみんな

思っているんですよね。 

そこら辺はどうですか。合併が前提であったが合併できなかったのであれ

ば、計画を変更すべきではなかったかという議論が出ると思うんですが、その

点はどうですか。 

 

ちょうど当時市民館を建てるときに財政課長も、職員でいたので、そこら辺の

議論の経過があると思うんですけれども、200 数十回の市民との議論の中でコ

ンセプトが決まって、それを市民合意のもとであの規模で複合化ができた中で

それを白紙に戻すことは手続き上非常に難しかったと思います。そこら辺の、

200 数十回に及ぶ市民の協議の結果について財政課長が一部関わっていたの

で、コメントがあれば。 

 

まずこの市民館の検討が始まったのが、平成 10 年前です。その時に、席数

をどうするのか、どういった機能を持たせるのかっていうことを市民の皆さん

と検討していきました。 

その前提として、先ほどからお話があるように、将来的な市町村合併を考え

たときに、カノラと同じ規模のものは茅野市にいらないだろう、茅野市として

は、今までの昔の市民会館でやっていた貸館事業など、市民の発表の場をメイ

ンに、この市民館を考えていこうということで、席数、大ホール 800 席、小ホ

ールで 300 席、そこに美術館や図書室を機能としてつけていきましょうという

議論がまとまりました。 

その上で、そういった条件を付してどういう建物を建てるかは、全国的にプ

ロポーザルをしました。それで多分平成 11 年、12 年頃に事業者が決まり、デ

ザインもそこで大方のものが決まって、建設に入っていきます。 

建物ができたのが平成 16 年ぐらいです。ちょうどその時に合併が破綻をし

たという形になりますので、もう合併が無理だっていうなったときには、ほぼ

建物ができていたという状況になっていますので、手続き的には、確かにその

合併ありきで進んだっていうところがいいか悪いかというところはあるとは

思いますけれども、そういう前提の中で、デザインについてもいろんな提案を

受ける中で、今の形を選んだという形になりますのでよろしくお願いします。 

 

はいありがとうございました。当時は当時の考え方や事情があったと思いま

すが、傍から見ると立派な建物でお金がかかっているに、市民の発表の場とし

てはちょっと豪華で、その割に稼ぎは上がらないというイメージは一般市民の

皆さん持っています。 

さらに年間これだけの金額が投入されているというのは、やはりちょっと考

えるときかなと思いますので、ちょっとお聞きしたまででございます。 

 

ありがとうございます。稼ぎの部分ですけれども、市民館が他の例えば諏訪

の文化センターだとか、カノラホールと比べても、一番やっぱり人件費がかか

ります。 

第三セクターであり、私が社長をしている株式会社地域文化創造に委託をし

てやっていますが、そこには運営をしている社員がいます。ここが考えるとこ

ろですけれども、ただの貸館にすれば、正直そういったコストが抑えられるこ

とはわかっています。 

ただ、そこにいる社員が何をしているかというと、例えばイベントの際に、
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本当に上質なサポートをしている、これ確かです。 

例えばカノラホールなどを使っている、音楽教室発表会などをやっている人

たちからは、市民館の職員のその技術の高さやサポートの上質さは、本当にあ

りがたいとよく言われます。その辺の評価が非常に高いんですね。 

ですから、この価値をどう判断するかという葛藤が非常に重要かなと思って

います。正直この辺の施設で、あれだけのサービスを提供できるところはない

というのは確かだと思っております。 

私も今回、社長に就任をしましたが、その辺のところの見極めや、そこの社

員の身分保障ということも考えていかなければなりませんので、そういったこ

とも含めて、これから検証していければなと思っていますのでよろしくお願い

いたします。 

 

はい、ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 

 

ありがとうございます。今回資料がたくさんあって、今、市民館とスケート

センターと博物館で、この赤字三兄弟みたいなところを並べて整理してみたん

ですけれども、市民館は私も個人的にお世話になっていて、社長のいらっしゃ

る前で、言いづらいことではあるんですが、市民館の赤字って桁が違うわけで

すよね。これが１つないだけでスケートセンターも博物館も救われてしまうと

いう、この数字を見てみると非常に微妙だってところがあって、将来の改修費

用も桁が違う。 

市民館は、文化は大事だし、私もお世話なっているしということがある一方、

その経営者視点でスケートセンターみたいに見てみると、茅野市としては、も

しかしたら文化は諏訪圏域でもともと考えたことなので、全体のカノラとかで

できることは持っていってしまって、この市民館を思い切って閉めてみるって

ことをすると、数字上は、いろんなことが解決してしまう。 

文化に関してこういうこと言うと、いろいろ反発もあることもわかっている

ので、この場で秘密に話しているんですけど、この思い切った判断というのを、

やっぱり議論に載せることは難しいんでしょうか。その可能性を考えて、止め

てみるってことを、考えてみる、ちょっと場違いなこと言っていると思います

が。 

 

行財政審議会の中でやはり委員さんからそういう提言を受けて、やはりこの

市民館も、決して存続ありきではなくて、一旦は俎上に載せて、どうするかそ

ういう中でそういった廃止っていう考え方だってやっぱりあると思います。 

それは委員さんがおっしゃるように、ただこの施設を廃止するんじゃなく

て、諏訪広域って全体の中で公共施設を俯瞰して見たときに、例えば文化事業

はカノラで見るからいいよってことで６市町村の中で、話ができてくればそう

いった可能性は十分あるっていうふうに私は考えます。市長どうですかね。 

 

やっぱりそういった議論はあっていいというふうに思っております。できれ

ば６市町村で将来どういう体制にしていくかっていう議論と同時に進められ

るのはやっぱり理想かなというふうに思っています。 

ただ、なかなかその市町村でも温度差がありまして、簡単にそういった議論

ができない状況で、さっきも言ったけど公共施設のことをこれから考えていき

ましょうという段階であって、どの施設を例えば文化ホールをどうしましょう

かという段階にはまだなってないという状況ですんで、これからそうしたこと
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も議論に入ってくると思いますので、役割分担という考え方もあろうかと思い

ますし、ぜひそういったこともご提言いただければ、我々としては、しっかり

そこも検討していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

どうしてもという方あれば、よろしければ次進みます。 

次は博物館についてご意見がある方お願いします。前に資料もらった費用の

内訳書を見ればわかるんですが、単純に支出を見ると何に 5000 万円出てくる

のかなとちょっと今みんなわからないと思うんですけども。主な支出っていう

のは何ですか。 

 

施設の維持管理費、あとは人件費です。 

 

5000 万円の内訳は、維持管理費と人件費ということです。 

ちょっとこれだけでは、多分皆さん意見出ないと思いますんで、何をやって

いるんだろう、必要性はどうなんだろう。前にもらった資料にはあったと思う

んですが、今改めてこうぱっと見ると、ちょっと理解が進まないかなと思いま

す。 

今日どうしてもということであれば、ご意見出していただければ、またそう

でなければ、また次のまとめの段階で再度検討させていただきたいと思いま

す。 

 

 

(２)茅野市公共施設再編計画の見直しについて(資料８)  

順次、時間も押していますので、先に進めたいというふうに思います。今（１）

が終わったところでございます。（２）の茅野市公共施設再編計画の見直しにつ

いて資料８でございますが、説明をお願いします。 

 

それでは、（２）茅野市公共施設再編計画の見直しについて説明をさせていた

だきます。 

資料８をご覧ください。１の概要になります。以前に皆様に配布した青色の

冊子になります、茅野市公表公共施設再編計画ですが、各施設の個別施設計画

として、令和３年２月に策定をされました。計画期間は、令和３年から令和 12

年までの 10 年間として、今年度は進捗状況を検証にし、必要に応じて計画の

改定をすることとしています。最終段落になりますが、この計画は、計画の最

終年度までに市が保有する施設の総床面積の５％を削減することを目標とし

ています。 

２の進捗状況になります。本計画の策定時では多くの施設において建物の今

後の方向性が決まっていないという状況でした。先ほど、取組状況を説明させ

ていただいた、行財政改革プランの推進により、方向性の検討は加速している

ものの、策定時のスケジュールから見ると、遅れているという状況になります。

そのため、今年度、本計画の見直しを実施したいと考えております。 

３の方針になります。（１）削減目標について変更はありません。（２）今後

５年間、計画の最終年度までのスケジュールを計画に落とし込んでいきます。

（３）施設の方向性について再度検討、検証をしていきたいと思います。（４）

施設の状況と内容を最新の情報に更新をしていきます。（５）民間活用や、先ほ

ど出ました広域的な視野での検討についての記載をしたいと思っております。 

４、見直しのスケジュールになります。所管課での見直しはすでにお願いを
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しており、10 月と 12 月の２段階で締め切りを設定して、年明けから財政課で

取りまとめて中身を確認して、３月改定という予定で、進めていく予定となっ

ております。説明は以上です。 

 

これも目標数値の設定の仕方が非常に難しいと思います。総面積が５％減でい

けるかどうか。しかも、担当課がたてるとなると、その積み上げ全体で５％に

行くのか、もしくは大きい施設を取り壊して一気に５％に持っていくという話

もあるので、目標の設定が難しいとは思うんですが、そういうことで、市の内

部で合意を得て見直すっていうことでよろしいですね。 

 

そうですね。一応担当課でも、集約化や統合を討する中で、何とか５％減ら

すということで進めていきたいと考えています。 

 

はい、委員の皆さんでご意見ございますか。 

 

先ほど公共施設再編の中で、統合だとか集約の話しが出たんですけれど、建

替えや新しくするとなった時に、市民館のときと同様に、市民の方の声を聞い

て、欲しいものを作るということになると思います。 

市民の声を聞いていただくことはありがたいし、使う側からすると聞いてほ

しいということはあると思いますが、それが建った後に市民館のように、市の

規模で維持していくのに適した施設なのかだとかは、基本計画や実施計画を立

てる段階できちんと精査をしていかないと将来の世代が困ることになるとい

うことを今この会で痛感しているので、そこは再編計画に現れない部分だと思

いますが、気にかけていただきたいと思っています。 

 

ありがとうございます。おっしゃる通りで、茅野市は今まで施設を建てる際

にゼロベースから市民に投げていました。それやるとやっぱみんないいもの欲

しいから、それは当然いいものになるんですよね。 

やっぱりある程度、市側の意向の入ったものをこんな感じで議論を進めて欲

しいという形で提案をしていかないと、それはやはり何でもかんでも取り入れ

たものになっていくんだろうなというふうに思います。 

今後建て替えするにしろ、何をするにしろ、そういった形で進めていければ

というふうに思っております。 

それからこの総床面積５％っていうことについても、この計画を策定したと

きは、あと取りまとめるぐらいの段階で、ちょうど私が市長になったんですが、

単純にその５％って話なんですよ。これはすごく削減効果のある施設と、削っ

ても全然財政的にはあんまりメリットないよという施設があって、５％ってい

う目標が本当にいいのかどうかっていうことは、ちょっと私は疑問に感じてい

ます。副市長もその辺とちょっとよく話をしています。 

 

この公共施設再編計画では、どの市町村も床面積の何％削減っていう数値目

標を持っています。 

ただ、市長が言うように、本来は各施設の管理コストの総計が大事だと思い

ます。会長さんとも以前にお話ししましたが、農協も施設の集約をかけた際、

それぞれの施設の運営費や管理コストがどのくらいかかるか集計してみたと

きに、この部分がオーバーしているから、ここの部分をカットする、そのため

にこの施設がいらないねってことだったと思うんです。 
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私どもも、本当は公共施設の運営コストを積み上げてみたときに、自分たち

が持っている、出せる一般財源としてこのくらいオーバーするからここを削る

など、本来は金額の方で見ていかないといけないと思っていて、そこら辺も踏

まえてやっぱり今後再編計画を考えていかなければいけないと思っています。 

 

(３)茅野市行財政審議会のまとめについて(資料９)  

ということです。よろしいですか。他、いかがですか。よろしければ、次に

進みたいと思います。（３）茅野市行財政審議会のまとめについて説明をお願い

します。 

 

まず冒頭でお詫びをさせていただきたいと思うんですけれども、冒頭で会長

さんが挨拶をされたときに、５月以来、大分時間が空いてしまったというお話

をされました。 

本当にそこを申し訳なく思っています。本来であれば、審議会の委員さん方

から様々なご提言があって、それを行政の方でも受け入れて、それをさらに行

財政改革のエンジンにしていかなければいけないところだったわけですけど、

そのご提言の機会奪ってしまった部分についてお詫びを申し上げます。本当に

申し訳ありませんでした。 

それで、ここでまとめについてということで、ご提案申し上げますのは、前

回の行財政審議会のとき、令和５年のときも、審議会の委員さん方の提言をま

とめて、そして提言書という形で、市長に出していただき、それを次のこの行

財政審議会につなげるという形で、意見を生かすそんなことをさせていただき

ました。 

任期までの間に、やっぱり様々なご意見をいただいて、それをまた次期審議

会そして市の方でも受け入れていきたいと思いますので、ぜひご意見を頂戴し

たいと思います。それとぜひ次期審議会にも委員さん方にはまた残っていただ

いて引き続き市の行財政改革にお力もいただきたいと思いますので、お詫びと

ともにあわせてお願いを申し上げます。よろしくお願いいたします。 

 

それでは（３）茅野市行財政審議会のまとめについて説明をさせていただき

ます。 

資料９をご覧ください。今期の行財政審議会委員の皆さんの任期が令和８年

１月１０日に満了するにあたり、審議会のまとめをしていきたいと考えていま

す。 

今期の行財政審議会では、令和５年度の第５回を１回目として、今回を含め

て合計９回にわたり優先改革事項、特に公共施設を中心に審議をしていただき

ました。１番大きなところですと、昨年度はスケートセンターの存廃について

諮問を行い、原則廃止の答申をいただきました。 

また、その他の優先改革事項についても、進捗状況を報告する中で、様々な

ご意見をいただき、民間の視点、経営の視点を入れながら、改革を進めること

ができました。１では、今期の会議事項等を私の方でまとめさせていただきま

した。できるだけ市の報告内容が分かるように記載をしましたので振り返って

いただければと思います。 

３ページの２まとめということで、次回の審議会において、委員の皆さんか

ら優先改革事項の先ほど言いましたスケートセンターや、市民館、博物館など

の個別の施設や行財政改革全般、行財政審議会に対するご意見やご提言をいた

だき、前期の提言書のような形でまとめるとともに、次期審議会の引継ぎ事項
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にしたいと考えています。 

４ページからは参考資料として、改革実行項目と行財政改革プラン 2023 の

優先改革事項の取組内容をまとめたものになります。見方ですが、１の住民自

治の改革項目の①から③まで３つあります。また①の中でも、４つに分かれて

いて、具体的に言うと２のスリムな区・自治会の活動に向けた先進事例の紹介

や、移住者や若い世代の声等の共有の中に、３つの取組があり、３つ目の市か

らの依頼事項の見直しについては取組完了となっています。また、この項目に

対応する行財政改革プラン 2023 の項目が、優先改革事項１の少年育成センタ

ー事業費でこちらも取組完了となっています。 

こういう形でまとめました。また、前回の委員さんからの提言書も添付して

いますので、意見を出す際の参考にしていただきたいと思います。 

最後、１点お願いになりますが、次回の審議会の限られた時間の中で進める

ことになりますので、円滑にすすめるため、ご意見やご提言等がございました

ら、事前にメールなどで事務局にお寄せください。財政課での準備をする関係

で11月中旬頃までにいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。

説明は以上になります。 

 

スケジュールを整理すると 11 月の中旬頃までに、個々で特段の意見があっ

たら、事務局に出してくれと。それを集約したものを次回の審議会に出してい

ただける。 

 

そうですね、提出いただいたものをまとめて、素案を作って次回の審議会で、

それに対してまた意見をいただきたい。 

 

審議会の前に、１回は原案が来るよね。 

 

そうですね、原案を出したいと思っています。 

 

 

そうだよね、審議会で初めて見ることになると、また１回回数が増えちゃうん

で、まとめたものを１回フィードバックしてもらって、それを見て次回の審議

会に臨むという段取りでいいですかね。 

 

お願いします。 

 

 

はい、了解しました。皆さんどうでしょうか。よろしいですかね。そんなスケ

ジュールで進めさせていただきたいと思います。 

 

(４)その他 

・広域連携強化に向けた取り組みについて(資料 10)  

それでは、（４）その他、広域連携強化に向けた取組について説明をお願いし

ます。 

 

それでは資料 10 をお願いいたします。この広域連携の関係については、今

日の会議の中でも、そういった話が出ております。 

また先日信濃毎日新聞で、１面と３面で大きく諏訪地方が合併できなかった
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この先について、特集がありまして非常に掘り下げた良い記事だったというふ

うに思っています。 

なぜ、この広域連携強化に向けた協議の場が、ここで広域連合の中でできた

かということですけれども、やはり合併が破綻した後、この諏訪地域は６市町

村それぞれが自立の道を歩んで、ある部分、それぞれの市町村で完結するよう

なフルセット主義のまちづくりをやってきました。 

しかし、それが財政的にも耐えられなくなってきていることが１つありま

す。 

各市町村でそれぞれのまちづくりをやってきたために、この諏訪地域全体で

はどうかって、言いますと、平成に入って諏訪地域は３回の合併運動がありま

したけれども、例えば平成２年当時ですと、諏訪地域の製造品出荷額、工業関

係ですと長野県の中で、全体で製造品出荷額は 14％ぐらいシェアを占めていた

んですけれども、３回の合併の破綻を経て、今はもう９％ぐらいになって非常

に長野県の中で諏訪地域の存在意義って非常に落ちています。 

それはやはり広域全体でのまちづくり、考え方を連携してこなかったという

ことがこの諏訪地域の存在意義を落としているってことになるのかなと思い

ます。 

そういった危機感があって広域連合の中で、合併はできなかったとしても、

合併ができないなりに広域の中で水平補完、連携して繋がっていくことによっ

て、各市町村がフルセット主義じゃなくて、６市町村全体の中でグランドデザ

インを描きながらまちづくりをやっていきたい、そんなことで、協議がスター

トしたわけであります。 

そういった考え方について６市町村長さんたちの合意を得て、６人の副市長

村長の中で、いわゆる腹を割った協議を始めたとなります。 

２枚目の別紙を見ていただくとわかりますけど、目的としてはやはり超少子

化超高齢化が同時進行して、急激な人口減少も到来する中で、単独ではやって

いけないので、お互いに水平補完や広域連携の強化をしていきましょうという

ことで、協議の場を作りました。これも本当に非常に各市町村、市長もこの会

議の中で触れましたけれど、温度差があって、こういった協議をするだけでも

合併の芽がでるのではないか、それによって自分の自治体の中で批判が出てく

るので、こういった協議を表に出したくないとか、こういった課題は協議した

くないっていう非常に抵抗があったわけですけれども、それでも６人が１年間

話をする中で少なくとも様々な協議をしましたけれども、このうちの５項目に

ついてまとめたということであります。 

１枚目で、今後広域で取り組んでいく具体的な取組ということで、５項目あ

ります。 

１つは、ごみ処理施設、し尿処理施設、火葬場の「災害時連携協定」の締結

ですけど、これはやはり入口だと思っています。ここに、ご覧いただくように

ごみ処理施設には２つの事務組合があったり、し尿処理施設は３つの一部事務

組合があったり、火葬場は２つの事務組合で運営しています。本来なら、それ

ぞれ議会があるので、１つの事務組合の中で、複数の施設を運営して、管理し

てくのが一番、管理運営上もいいし、経費もかからないわけですけど、なかな

か一部事務組合を統合していくことすら難しいです。 

まずは、何かその施設にあったときにバックアップできるような形で、連携

協定を結んでいきたい、そういったことでここからスタートしているものであ

りますけど、その先にはやはりこういった広域の中で一部事務組合の整理統合

しながら、運営組織として一本化していきたいということが、私どもの腹には
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あります。ただ、そこら辺は非常に各市町村で温度差があるものでございます。 

２つ目が広域観光の連携推進に向けた学習会の開催ということで、なかなか

諏訪圏域６市町村全体で広域観光を進めていくのは難しい部分がありますが、

まずは学習会からスタートしたいということです。 

それから３つ目で情報システムの共同調達に関する検討は、それぞれの市町

村で単独で情報システムを調達するよりは、６市町村でまとまって共同調達す

ることが経費的にも安くなります。それとその経費の面だけではなくて、情報

システムを同じものを入れ、事務を統一化することで、市町村間の事務の障壁

をなくし、事務を標準化していく、それが狙いとしてあります。 

４つ目が定住自立圏構想に関する調査研究ということで、現在、この諏訪地

域では富士見と原が北杜市と定住自立圏を進めています。 

定住自立圏というのは、生活研究が一体その中で同じようなまちづくりのグ

ランドデザインを描くことでありますけれども、重複して定住自立圏がとれる

ということですので、６市町村でしっかりこのグランドデザインを描いていき

たいと思っています。 

そのテーマはなかなか決まらないんですけど、例えば、医療や福祉、教育、

或いは観光かもしれませんけれども、やはり一番住民に密着したテーマってい

うものをこの中で設定していきたいということで、これから調査研究に入って

いきます。 

それから５つ目が広域に関係する事業等に対する財政支援等について国・県

への合同要望ということで、本来これは公共施設を、広域連合なりに移管して

６市町村の中で整理統合して施設を運営していければいいわけですけれども、

スケートセンターも含めて茅野市が作ったものだから、他の市町村で負担する

ことはできない等の壁がまだあります。 

でも少なくても、例えばスケートセンターや陸上競技場を含めた公共施設は

広域的に使っているから、６市町村の中でその存在を認めてもらって国や県に

財政的な支援をするときに一緒に行ってほしいという部分のところは、協議が

整ったところであります。 

ここを起点にして、様々な事業を６市町村で共同してやっていくとか、公共

施設を今後共同して運営してくようなところまで持っていく入口かなと思っ

ていますけれど、まずは、広域連携に向けてスタートが切られたということで

あります。 

この部分について報告をさせていただくものであります。なお様々な課題や

取り組むものが出てくれば、また正副連合長会議、首長さん方の中で合意をも

らってそれも取り組んでいくことになります。６首長さんたちの最後にやる気

かなと思いますけど。 

 

色々なことを６市町村で議論してくれと言ってもなかなか、まだ合意が得ら

れないというのが現実でございます。 

ここに出した５つは数ある中で、これはやりましょうってみんながそうは言

っても、認めてくれたものが、出てきているという形でございます。 

実はこういったことも行革の１つだと思っておりまして、あとは、一部事務

組合等の費用は案外みんな見過ごしているんですけれども、結構お金がかかっ

ていると思える部分もございます。 

ですから、こういったところもきちんと見ていかなきゃいけないと思ってい

ますし、それからどうしても公共施設は目立つんですけれども、いろんな事業

を１つ１つ今検証しております。 
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例えばいろんな補助金もあるんですけれども、団体によってはお金がたまっ

ているところも正直あります。昔、国の方で、塩じいが「母屋でおかゆすすっ

て離れですき焼き食っている」なんて話をしたことありましたけども、すき焼

きとはそんなにすごい額じゃないんですけれども、やっぱりコツコツためてい

るところがいっぱいあります。 

やはり必要なときにはちゃんと出しますので、やっぱりそういったところの

毎年幾ら出すっていうやり方を、やっぱり見直すことも必要だと思っておりま

す。ですから、案外細かいところですけれども、そういった各地区の様々な団

体への補助事業も、しっかりと見直してかなきゃいけないなと思っております

し、その作業も少しずつ始めております。 

それから、同じような事業が部署ごとにと違って行われています。例えば、

これは茅野市の場合は特に特徴的なんですけれども、公民館活動と市民活動と

あります。公民館活動というのは、いわゆる教育委員会系の事業、市民活動と

いうのは市長部局の事業という形になっていて、似ているんだけども、違うみ

たいな扱いになっているんですけど、これ普通、外から見ると、何が違うのっ

て話ですよね。けれども、どうしても別々になっていて長い間パートナーシッ

プのまちづくりという形で、市民活動というものが主に、脚光を浴びながら進

んできたので、これを公民館でやったらどうですかって話をすると馬鹿にする

な、なんていうわけです。やはりその辺の意識を変えていかなきゃいけない。 

公民館活動は学びと自治でそれを一生懸命やっていた人たちがいたから、市

民活動が当初うまくスタートしたと思うんですけれども、その学びの自治の部

分が非常に弱体化した。公民館はカルチャーセンター化してしまったわけです

よね。ですから、そうしたところも、やっぱり行財政改革と言うからには、そ

の仕組みというものをしっかりと見直して、仕組みを見直す中で、財政的にも

かなり浮いてくるという部分もあると思いますので、これからまた皆さん取り

まとめに入っていただくわけですけれども、公共施設は目立つんですけども、

それ以外の部分で結構いろいろやらなきゃいけない部分があると思っていま

すので、そんなご指摘をいただけるとありがたいというふうに思っております

ので、よろしくお願いをいたします。 

 

市内部でも重複したこともあるのは、当然６市町村の中でも重複しています

ので、こういう協議の場を作って使っていただいて、削るところは削るし、一

緒に発展するところは発展すると、その延長線上に、ひょっとしたらスケート

も話題になってくるかもしれないと、こういうことだと思います。 

これはご意見というより、ご説明いただいたんで、協議の場を設けていただ

いたということで、ぜひ精力的に取り組んでいただけたらいいかなと思います

のでよろしくお願いいたします。 

 

それでは、会議事項以上となりますが、会議事項を通してありましたらお願

いします。 

 

２点意見なので、返答しなくて結構です。 

１つは、温泉施設の件ですけれども、この 10 月１日から、値段が上がって

いて、おそらく９月末で大分収入があると思います。 

これがなぜかというと、回数券を結構買っている方がいるというふうに聞い

ています。回数券の話しで、たまたま私も聞いたんですけども、10 月１日から

の 600 円に対して、追加料金払うんですかと聞いている方がいて、特に払わな
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くて結構ですよという話を聞いていました。 

となると、もし民間譲渡になった場合、ここで価格変動が起きたときに、そ

の回数券が使えなくなることがあるのかなと思ったので、そこは再度検討して

いただければと思います。 

あともう１つ、小学校の件ですけども、先ほど市長と他の委員さんのお話の

中で、第２回のときに参加者が少ないのは、他の委員さんの言っている意見は

私もなんか何となくわかるかなと思って、あと市長の意見、熱い思いがやはり、

こういう場で私たちもわかったので、茅野市の PTA 連合会の方にそういった思

いが伝われば、縦の繋がりは結構ありますので、そこにちょっと投げかけて、

地域対話に来ていただけると、中学校の話も聞けるし、小学校経験者や中学生

の保護者の話も聞けますし、小学生の中のお話も聞けるので、そこあたりも呼

んでも良いのかなと思いました。意見です。 

 

ご意見ということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。そ

の他ございますか。 

 

こちらも意見なので、ご返答は結構ですが、今回の中で、結構出口戦略が PPP

とか PFI とかっていうキーワードが出てきたと思います。 

それで、それ自体は非常に有効だと思いますし、ぜひ検討を重ねていただき

たいと思いますが、内閣府のホームページを見ると、長野県は今のところ、令

和６年の３月末時点で４件の事例で、そのうちの１件は多分中止になってい

て、３件しかない。全国的に見ると、他県はもっと非常に多いということが１

点です。 

それと儲かってない事業を PFI とかってやはり賛同する民間企業は難しく

て、それよりも、新たなものを作るときに、建設会社だとか、運営事業者たち

が１つになって、特別目的会社、SPC というのを立ち上げて、そこに金融機関

のファイナンスをつけて、民間が返すから実は儲かる。そういうところは、い

っぱい手を挙げると思うんです。 

なので、施設の再編のときに、新しいものを作るときこそ有効で、駄目にな

ったから譲るという後ろ向きの議論に今はなっていますけれども、そういう視

点を持っていただくといいんじゃないかと思います。 

なので、このまま、ただ、どっか譲れないかなってことではなく、再編を絡

めてやると、例えば改修工事をからめると、建設会社とかそういう運営事業者

も、俺らが変えるよってアイディアが出てくるけれど、今のまま何とかしてく

れっていうと、ちょっと手を挙げにくいかなと思ったので参考までに。 

 

意見です。市民館に関してなんですけれども、コストを落としてと捉えられ

ていると思うんですけども、私自身が 18、9 歳で出て行って、家がもし横内茅

野町でベルビアを通ってお盆と正月に帰っていたら、こっちに戻ってきてなか

ったかもしれないなと思いまして、市民館の方を通って帰ると、綺麗な建物が

あっていろんなコンサートをやっていて、お盆と正月に見ているときに、やっ

ぱりこの街っていうのは、新しい街なんだみたいな感じがして、シビックプラ

イドとか、外部の方でも、評価される方いらっしゃるとおっしゃったんですけ

れども、そういった価値も、宣伝広告的な価値もあると思うので、先ほどの長

男はもう切ったほうがいいんじゃないかとおっしゃっていましたけれども、そ

ういったことも考えつつ、ちょっと PFI とか PPP とか、そうは言っても３セク

的な形で文化創造さんが入られていると、また少し官よりなところがあるの
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で、もう少し有益性を、重視したパートナーという案も、もうちょっとここの

資料にそういった検討案があまりなかったので売却か簡略化だったので、少し

官民連携みたいなのも入れていただければと思いました。以上です。 

 

はい他にいかがでしょうか。よろしいですかね。それでは以上で会議事項を

終了いたします。 

 

５ その他 

５、その他についてご説明お願いします。 

 

次回の審議会の日程についてです。次第にあるとおり、12 月 16 日火曜日に

実施の予定でございますので、ご予定をお願いします。先ほど説明をさせてい

ただきましたが、次回の審議会では、皆さんから事前にいただいたご意見等を

まとめたものを審議していただく場にしたいと思いますのでよろしくお願い

いたします。以上です。 

 

では、先ほど確認いただいたスケジュールで、次回 12 月 16 日ということで

開催したいと思います。よろしくお願いいたします。本当に最後に、全体を通

して何かございますか。よろしければ、マイクをお返しします。 

 

６ 閉会 

会長ありがとうございました。皆さんも長時間にわたり慎重なご審議また、

貴重なご意見、ご提言いただきありがとうございました。それでは、副会長か

ら、閉会のご挨拶をお願いしたいと思います。 

 

委員の皆さん本当に長時間、お疲れ様でございました。今日は色んなことの

説明があって、まだまだ消化できていない部分もあるのかなと思いますので、

質問事項等は事務局に投げていただいて、内容を確認していただければと思い

ます。 

今期になって、もう２年、まとめのときになるということなんですが、思い

起こしてみると、この私どもがスタートしたときって、基金がなくなっちゃう

から、何とかしようということから始まったんですよね。 

今取崩しない状況にはなっているんだけれども、あのときスタートしたの

は、もう公共施設について、順番つけて見ていこうということから始まったと

思っているんです。 

そして、幸か不幸かスケートセンターが、本当は 10 番目にあったけれど、

指定管理者の契約期間が切れるから、一番最初にやってほしいということで、

検討が始まった。これは本当に大変な状況だということで、僕はスポーツ協会

とかスケート協会の皆さんに申し訳ないと思ったけれども、やはり民間で考え

たら、これはやっていけないということで、会長と話しながら、その方向でま

とめさせてもらったということなんですね。 

そのあと、他の公共施設も順次やっていくはずだったのに、全部止まってい

て、今日見ると、例えば博物館、10 年で８億円かかる。毎年 5000 万円かかっ

たら、スケートセンターと一緒じゃんということですよね。 

やはり、そういうことは、スケートセンターがそういう状況になっていたら、

市の皆さんはちゃんと同じように考えて、本当に公共施設をどうしていくんだ

ということを、しっかりと出すべきじゃないかなと私は思います。 
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ちょっとそんなことを、個人的な意見ですけれども思いました。 

次期の行財政審議会の委員の皆さんには、そういうことを考えていって欲し

いと思います。 

そういうことで、任期のまとめの時期になりましたので、委員の皆さんには、

次へ提言を、出していただくということでお願いしたいと思います。 

それでは以上で、第２回行財政審議会を閉じさせていただきます。ありがと

うございました。 

 

 

以上 

 

次ページから資料 



令和７年度第２回茅野市行財政審議会 次第 

 

日時 10 月１日(水)午後６時 30 分～ 

場所 茅野市議会棟 大会議室 

  

 

１ 開会 

 

 

２ 市長挨拶 

 

 

３ 会長挨拶 

 

 

４ 会議事項 

（１）令和７年度優先改革事項の取組状況について（資料１） 

  ① 31 スケートセンター（資料２） 

  ② 31 プール（資料３） 

  ③ ４温泉施設（資料４） 

  ④ 25 小学校（資料５） 

  ⑤ 29 茅野市民館（資料６） 

  ⑥ 30 総合博物館（資料７） 

 

（２）茅野市公共施設再編計画の見直しについて(資料８） 

 

 

（３）茅野市行財政審議会のまとめについて(資料９) 

 

 

（４）その他 

  ・広域連携強化に向けた取組について（資料 10） 

 

 

５ その他 

  ・次回開催 令和 7 年 12 月 16 日（火） 

 

６ 閉会 



の実施要領、エントリーシート作
成
・ホームページ上に実施要領の公
開と現地見学会の案内を掲載

施要領作成 施要領公表、
現地見学会の
案内

・６温泉エン
トリーシート
作成

地見学会開催
（休館日）

ウンディング
受付

・６温泉施設とゆうゆう館のサウ
ンディング用の実施要領、エント
リーシートを作成し、ホームペー
ジ上に公開した。観光課、商工課
にも周知を依頼した。現地見学会
への応募が２件あったので、今後
のサウンディングに向けて準備を
進める。

河原の湯の実
施要領作成

縄文の湯、金
鶏の湯の実施
要領作成

望岳の湯、塩
壺の湯の実施
要領作成

ゆうゆう館の
実施要領作成
都市計画課か
ら意見聴取

実施要領、エ
ントリーシー
トをホーム
ページにて公
開

実施要領、エ
ントリーシー
トをホーム
ページにて公
開

サウンディン
グの現地見学
会を２社に対
して実施

サウンディン
グの現地見学
会に参加した
企業からの質
問への回答

サウンディン
グ型市場調査
に２社からエ
ントリー受付

・民間譲渡を必須条件とするサウ
ンディング型市場調査を再度実施
・すずらんの湯のプロポーザル参
加事業者やスポーツ施設関係事業
等の個別企業に対するアプローチ

・実施要領を
民間譲渡を必
須条件として
再度作成

・実施要領を
民間譲渡を必
須条件として
再度作成

・実施要領公
開
・現地見学
会、サウン
ディング随時
受付・実施

・現地見学
会、サウン
ディング随時
受付・実施

・現地見学
会、サウン
ディング随時
受付・実施
・個別企業ア
プローチ

・現地見学
会、サウン
ディング随時
受付・実施
・個別企業ア
プローチ

・現地見学
会、サウン
ディング随時
受付・実施
・個別企業ア
プローチ

・サウンディ
ング型市場調
査結果につい
て理事者協議

・サウンディ
ング型市場調
査結果実現性
検討

・実施要領を
民間譲渡を必
須条件とした
内容で検討

・実施要領を
民間譲渡を必
須条件とした
内容で作成

・実施要領作
成完了
・サウンディ
ング型市場調
査実施及び実
施要領公開の
起案

・サウンディ
ング型市場調
査実施要領の
公開
・ＰＰＰ財団
への協力依頼

・サウンディ
ング型市場調
査実施要領の
公開
・ＰＰＰ財団
への協力依頼

・サウンディング型市場調査の準
備

・サウンディ
ング型市場調
査の内容検討

・サウンディ
ング型市場調
査要領・説明
資料作成

 ・サンコーポ
 ラス自治会ま
 たは住民への
 説明サンコー
ポラス旭ヶ丘
入居者アン
ケートの実施

・サウンディ
ング型市場調
査の公表 ・質
 問書受付

・サウンディ
ング型市場調
査の現地見学
会・個別対話
の実施 説明会
 の開催

 ・サウンディ
 ング型市場調
 査の実施

・サウンディング型市場調査の準
備
・サンコーポラス旭ヶ丘入居者ア
ンケートの実施

サウンディン
グ型市場調査
内容検討。

不動産事業者
ヒアリング。
（立地条件が
問題とのこ
と）

サウンディン
グ型市場調査
実施要領等内
容検討。

サウンディン
グ型市場調査
実施要領等内
容検討。

金沢地区区長
会への検討事
項の概要説明
サンコーポラ
ス旭ヶ丘自治
会への検討事
項の説明及び
意見交換

サンコーポラ
ス旭ヶ丘入居
者アンケート
の実施

サウンディン
グ型市場調査
参加事業者の
募集開始

・サウンディ
ング型市場調
査個別対話の
実施（２社）

サンコーポラ
ス旭ヶ丘入居
者アンケート
の集計

・民間事業者からの問合せへの対
応

・民間事業者
からの問合せ
への対応

-

・事業者へ対
応

-

・事業者へ対
応

-

28,114

【温泉施設管理運営費】
温泉施設の集約、民営化

サウンディング調査等の実施
老朽化等により大型設備が故障し
た施設は、閉館を含め継続可否を

令和6年度
(2024年度)

・６温泉施設のサウンディング実
施
・サウンディング結果を受けて、
６温泉施設の今後の対応方針を理
事者と協議

B

2社より提案を受けたが、いずれも
市が施設を保有する状況に変わり
はなく、民間譲渡の提案を受ける
ことはできなかった。
今後は、民間譲渡を必須条件とす
るサウンディング調査を再度実施
し、他にも民間譲渡を提案してく
れる可能性がありそうな企業に直
接アプローチをかける。

【温泉施設管理運営費】
温泉施設の集約、民営化

売却可能な施設から売却
将来的に市としては温泉施設を保

令和7年度
(2025年度)

令和8年度
(2026年度)

163,133 152,686

152,507

【サンコーポラス旭ヶ丘管理費】

令和6年度
(2024年度)

・サウンディング型市場調査の実
施
・調査結果に基づいた今後の方向
性の検討

Ｂ・サウンディング型市場調査の実
施
・アンケート及び市場調査に基づ
く今後の方向性の検討。
・上記に基づき、理事者及び財政
課との協議により、改革を中止
し、市により前向きに運営してい
くことで結論が出すことができ
た。

【サンコーポラス旭ヶ丘管理費】

令和7年度
(2025年度)

・民間事業者からの問合せへの対
応

8,619 1,070



移を推察。

・地区別年齢別児童数と各地区の
児童数の推移について一覧表作成
・子育て支援のニーズを把握する
ため保護者アンケート実施
・未満児受入れのための保育室等
改修計画及び概算費用算出
・土曜保育の見直し

・H26年度か
らR6年度まで
の0歳から10
歳までの地区
別年齢別児童
数の推移一覧
表を作成。
・土曜保育見
直しについて
検討（5月…
保育所運営審
議会において
説明、6月…
保護者アン
ケート実施予
定）

保育所運営審
議会におい
て、子育て支
援のニーズを
把握するため
の保護者アン
ケート実施に
ついて説明し
た。アンケー
トは6月実施
予定。

・未満児保育
の需要が増加
している。園
の統廃合を見
据え、既存の
保育室を乳児
室・ほふく室
に改修できる
園があるか検
討を行った。
・保育室を乳
児室・ほふく
室に改修する
場合に必要な
条件や備品に
ついて確認
し、都市計画
課に設計を依
頼するための
検討を行っ
た。
・私立園のヒ
アリング実施
・保護者アン
ケート作成中

・未満児受入
れのために必
要な施設改修
に係る費用を
把握するた
め、都市計画
課に設計を依
頼し打合せを
行った。（保
育室を乳児
室・ほふく室
に改修、未満
児用トイレ改
修等）
・保護者アン
ケート完成

・未満児受入
れのための保
育室やトイレ
改修等の費用
を算出するた
め、都市計画
課職員及び園
長と打合せを
行った。（改
修算出は９月
予定）園長と
の打合せの中
で、多くの課
題も出てきた
ため、今後検
討が必要であ
る。
・公立14園の
耐用年数一覧
表を作成し
た。
・保護者アン
ケート実施に
ついて、保育
所運営審議会
において説明
を行った。

・未満児受入
れのために必
要な保育室や
トイレの改修
等を行うため
の費用の概算
見積ができた
が、最低限の
改修に係る費
用であり、保
育を行う上で
の課題が新た
に見つかっ
た。今後、園
全体の改修と
含めて検討が
必要である。
・土曜保育の
利用実績がな
い２園に休園
について説明
会、聞き取り
調査を行っ
た。10月から
の休園に向け
て準備を始め
た。
・保護者アン
ケート実施

・経費節減の
ため、10月か
ら、土曜保育
の利用実績の
ない泉野保育
園及びみど
りヶ丘保育園
について、土
曜日は休園と
した。また、
土曜日に長時
間開所してい
るちの保育園
の保育士が不
足しているた
め、土曜保育
を休園とした
２園の保育士
が、計画的に
ちの保育園に
勤務すること
とし、ちの保
育園の土曜保
育に係る保育
士の負担軽減
を図った。

・施設の耐用
年数及び修繕
が必要な箇所
の確認を行っ
た。
・金沢保育園
保護者説明会
において、今
後、土曜保育
の利用者がい
ない場合に
は、土曜日は
休園の可能性
があることを
説明した。

・毎年行って
いる、みど
りヶ丘保育園
存続に係る宮
川地区関係者
説明会の準備
開始。今後、
令和7年2月か
ら3月にかけ
て宮川地区の
保育園保護者
会や区長会に
おいて、宮川
地区の児童数
の推移・現状
等について説
明する予定。
・Ｒ７年度入
所調整で土曜
保育の利用状
況も考慮した
調整を行う。

・学校統廃合の方向性を踏まえ
て、地域における保育園のあり方
を検討

学校統廃合の
方向性を踏ま
え、地域にお
ける保育園の
あり方を検
討。

資料完成

・将来推計を
するために必
要な資料の検
討を行った。

・各園、今年
度の土曜保育
利用者数を調
査。
・土曜保育の
職員体制を見
直し、ちの保
育園以外の園
長と主任保育
士が勤務に当
たるようにし
た。
・都市計画課
の施設カルテ
整備状況報告
会に出席し、
施設の現状を
把握した。

・土曜保育利
用者の少ない
園の洗い出
し。今後の利
用について保
護者へアン
ケート調査を
実施する。
・給食におけ
る白米の提供
の可能性の検
討
・保育施設の
建築年数等の
整理

・保育施設の
建築年数等の
整理
・入園児童
シュミレー
ションの作成
・未就園児交
流の参加率の
調査から、未
就園児の入所
の増加を把
握。

・保育園の改
修等希望調査
を受けた都市
計画課の現地
調査後の打ち
合わせ。
・入園児童
シュミレー
ションの作成
・未就園児交
流の参加率の
調査から、未
就園児の入所
の増加を把
握。

・学校統廃合の方向性を踏まえ
て、地域における保育園のあり方
を検討

学校統廃合の
方向性を踏ま
え、地域にお
ける保育園の
統廃合を検
討。

879,278

・学校統廃合の方向性を踏まえ
て、地域における保育園のあり方
を検討

831,336 816,554

【保育所運営費、保育所施設維持

民営化、適正配置の検討

民営化・廃園も含めて適正な配置

令和6年度
(2024年度)

B

・アンケート結果を第三期子ど
も・子育て支援事業計画に反映。
・みどりヶ丘保育園の存続に係る
児童数の推移について、保護者会
及び宮川地区関係者に説明。
・施設改修箇所の確認
・今年度土曜保育の実績がなかっ
た泉野保育園及びみどりヶ丘保育
園の年度内の休園の実施

【保育所運営費、保育所施設維持

民営化、適正配置の検討

民営化・廃園も含めて適正な配置

令和7年度
(2025年度)

・学校統廃合の方向性を踏まえ
て、地域における保育園のあり方
を検討

令和8年度
(2026年度)



・基本指針を改定した。
・みんなのまちづくり支援事業の
内容を見直しをおこない、支援内
容について関係課との調整を行っ
た。

基本指針の見
直し案検討と
協議

基本指針改定
案協議、改訂
(Ｒ6.6～)全
協提出

補助金等の
チェックシー
トの作成

全補助金等の
確認作業。

関係課で協
議、内容検討

関係課で協
議、内容検討
と要綱案の作
成

新要綱の内容
の協議。

要綱内容の再
検討が必要な
ため、R7予算
要求の見送
り。

要綱内容の再
検討が必要な
ため、R7予算
要求の見送
り。

・支援内容の
見直し・検討

・支援内容の
検討終了

・見直し結果
をR8予算要求
に反映
【取組完了】

・以降必要に
応じ内容見直
し

・財政課と見
直し方針を協
議

・課内協議 ・助言者と協
議

・課内協議 ・部課長協議

・運協のあり方・負担金の見直し
（運協、担当課）

・運協のあり
方、負担金の
見直し（運
協、担当課）

・負担金の見
直し終了

・見直し結果
をR7予算要求
に反映
 【取組完了】

・以降必要に
応じ、運協あ
り方の見直し

運協会長ヒアリングの結果を踏ま
えて、市の方針を協議、地域との
話し合いに向けた準備を行った。
負担金の見直しについては、地域
との話し合いの結果による。

・所長会議で
協議

・所長会議で
協議

・所長会議で
協議
・運協会長ヒ
アリング

・所長会議で
協議
・運協会長ヒ
アリング

・所長会議で
協議

・所長会議で
協議
・関係課会議

・理事者協議
（12/2運協会
長連絡会議で
見直し内容協
議）
・所長会議

・理事者協議
・所長会議
・関係課会議

・運協会長連
絡会議
・理事者協議
・所長会議
・関係課会議

・運協のあり方・活動負担金、助
成金の見直し（運協、担当課）

・運協のあり
方・活動負担
金、助成金の
見直し

・運協のあり
方・活動負担
金、助成金の
見直し

・運協のあり
方・活動負担
金、助成金の
見直し

・運協のあり
方・活動負担
金、助成金の
見直し

・運協のあり
方・活動負担
金、助成金の
見直し

・運協のあり
方・活動負担
金、助成金の
見直し

・運協のあり
方の見直し、
活動負担金、
助成金のＲ８
年度予算計上
について検討

・各地区運協
最適化に向け
た検討の開始
・所長会議、
課内会議で協
議

・所長会議、
課内会議で協
議

・所長会議、
課内会議で協
議

・所長会議、
課内会議で協
議

・所長会議、
課内会議で協
議

【地区コミュニティ運営協議会支

運協のあり方、負担金の見直し

運協へ支出している負担金ごとに

5,940 5,221

令和7年度
(2025年度)

・12/2運協会長連絡会議におい
て、各課から支出する負担金につ
いて原則運協を経由しないことに
ついて賛同いただいた。また、組
織、活動の最適化に向けた協議の
必要性を確認。

令和6年度
(2024年度)

2,096 2,004 C
要綱内容を検討したが、調整がで
きず、次年度以降の検討となっ
た。

令和6年度
(2024年度)

【みんなのまちづくり支援事業

補助金による支援内容の再構築

補助金等の基本指針も見直したう

令和7年度
(2025年度)

・運協のあり方の見直し、活動負
担金、助成金のＲ８年度予算計上
について検討

3,096

・見直し結果をR7予算要求に反映

A

6,015



・財政健全化、経営安定化に向け
た改革プランの遂行

保の検討

・改革プラン
の遂行

・社協への補助金交付額の一部を
国庫補助とするため、重層的支援
体制整備事業への手上げを行い、
令和７年度予算に組み込むよう、
社協・関係各課と協議した。

社協委託事業
の精査

社協委託事業
の精査

重層的支援体
制整備事業の
検討

重層的支援体
制整備事業の
検討

令和7年度よ
り重層的支援
体制整備事業
実施のための
協議

令和7年度よ
り重層的支援
体制整備事業
実施のための
協議

令和7年度か
らの重層的支
援体制整備事
業の所要額見
込を県へ提出

重層的支援体
制整備事業の
令和7年度予
算要求

重層的支援体
制整備事業の
令和7年度予
算理事者査定
実施

・重層的支援体制整備事業実施
・参加支援事業、アウトリーチ等
を通じた継続的支援事業の実施計
画と実績報告の評価

・重層的支援
体制整備事業
スタート

・重層的支援
体制整備事業
実施
・参加支援事
業、アウト
リーチ等を通
じた継続的支
援事業実施

・重層的支援
体制整備事業
実施
・参加支援事
業、アウト
リーチ等を通
じた継続的支
援事業実施

・重層的支援
体制整備事業
実施
・参加支援事
業、アウト
リーチ等を通
じた継続的支
援事業実施

・重層的支援
体制整備事業
実施
・参加支援事
業、アウト
リーチ等を通
じた継続的支
援事業実施

・重層的支援
体制整備事業
実施
・参加支援事
業、アウト
リーチ等を通
じた継続的支
援事業実施

・重層的支援
体制整備事業
実施
・参加支援事
業、アウト
リーチ等を通
じた継続的支
援事業中間評
価

・重層的支援
体制整備事業
実施
・参加支援事
業、アウト
リーチ等を通
じた継続的支
援事業実施

・重層的支援
体制整備事業
実施
・参加支援事
業、アウト
リーチ等を通
じた継続的支
援事業実施

・重層的支援
体制整備事業
スタート
・CSW連絡会
で重層的支援
体制整備事業
における社協
の役割を説明

・保健福祉Ｓ
Ｃ主導により
多機関協働事
業における社
協との連携方
法を確認
・厚労省で示
された様式確
認

・福祉21茅野
幹事会におい
て、重層的支
援体制整備事
業の実施につ
いて説明
・厚労省提供
の統計ツー
ル、支援ツー
ル利用申請

・統計ツール
と支援ツール
のインストー
ル完了
・保健福祉Ｓ
Ｃと社協との
データ共有の
ための取扱合
意書作成

・保健福祉Ｓ
Ｃと社協との
データ共有の
ための取扱合
意書締結
・保健福祉Ｓ
Ｃと社協との
データ共有の
ためのフォル
ダ構成検討、
フォルダ構築

150,167
※業務委託
料含む社協
への支出総

額

146,963

163,454

【社会福祉協議会助成事業費】
社会福祉協議会の事業の見直し

独自の収益事業の見直し

令和7年度
(2025年度)

令和8年度
(2026年度)

【社会福祉協議会助成事業費】
社会福祉協議会の事業の見直し

市の委託事業、SCにおける業務の

令和6年度
(2024年度)

・財政健全化、経営安定化に向け
た改革プランの遂行

B

令和７年度より重層的支援体制整
備事業を実施することとし、社協
のＣＳＷの人件費を国と県からの
補助事業に位置付け、市の委託事
業とした。保健福祉ＳＣと社協、
及び庁内の連携強化を図る。



・ふれあい保健福祉事業は、要介
護者の在宅生活を支えるためには
必要なサービスであるが、優先改
革事項としては当初「全事業の廃
止」であったことを踏まえると負
担割合の据え置きから増やしてい
くことを前提として再度検討する
こととなった。
・機能訓練事象は「廃止」するこ
ととし手続きを進める。

・廃止事業の
選定協議

・令和５年度
事業実績確認

・理事者協議
に向けた準備

・理事者協議
資料作成
・日程調整

・理事者協議
資料作成

・理事者協議
の実施

・事業の方向
性について、
福祉２１茅野
幹事会に情報
提供、意見交
換を行う。

県内19市にお
いて同様の事
業の実施の有
無について調
査することと
し、調査票を
送付した。

県内19市への
調査結果を踏
まえ理事者協
議を実施。
真にサービス
提供が必要な
者にサービス
提供（決定）
ができるよう
事業の仕組を
令和7年度中
に見直しし、
令和8年度か
らの事業に反
映する方針と
なる。

・ふれあい保健福祉事業検討会議
の実施
・機能訓練事業の廃止するための
条例改正手続き
・令和6年度事業実績を踏まえた
個別事業の拡充・縮小・休廃止の
検討

・ふれあい保
健福祉事業検
討会議の開催

拡充・縮小・
休廃止該当事
業の有無を確
認

条例改正スケ
ジュール工程
の作成

条例改正工程
に沿った事務
の実施

該当事業に関
する調査（ケ
アマネ、他市
等）

調査結果を踏
まえた理事者
協議

令和8年度予
算見積への反
映

理事者協議を
踏まえた要綱
改正手続き

条例改正

要綱改正

・ふれあい保
健福祉事業検
討会議の実
施。（ふれ福
サービス利用
によらない支
援方針に至っ
たケース1
件）

・ふれあい保
健福祉事業検
討会議の実
施。
・令和6年度
の事業実績に
併せ、近年実
績のない事業
を抽出した。

条例改正スケ
ジュールを打
ち合わせ、係
内共有を図っ
た。

・ふれあい保
健福祉事業検
討会議の実
施。
・ふれあい保
健福祉事業要
綱の内容精査
を実施し、条
例改正に向け
た準備を実
施。

・ふれあい保
健福祉事業検
討会議の実
施。
・昨年度決定
した機能訓練
事業の廃止に
向け、条例及
び要綱改正案
を作成した。

令和6年度
(2024年度)

B

理事者協議を踏まえ、必要な者へ
のサービス決定ができる仕組みを
整えたことで、「全事業廃止」か
ら「事業継続」となった。
事業の方向性が定まり、実施方法
を見直しも行ったことから、取組
完了とする。26,325 19,822

【ふれあい保健福祉事業】
ふれあい保健福祉事業の精査

直近で利用者がいない事業は廃止
継続する事業は利用者負担割合に

令和7年度
(2025年度)

26,010

・ふれあい保健福祉事業検討会議
の実施
・条例改正



書館分館を含む方向性の庁内協議
・CC業務との
兼務について
試行調査

・試行の結果、職員体制の変更に
は至っていないが、関係課と協議
を行う中で方向性が見えてきた。
・兼務や運営については、各館で
差異があるため、今後地域との話
し合いを含め進める必要がある。

・CC業務の試
行調査（金沢
CC）の継続 ・P課との協

議

・P課との協
議

・P課との協
議

・P課、図書
館との協議
（コミュニ
ティセンター
職員体制につ
いて）

・P課、図書
館、総務課と
の協議
（コミュニ
ティセンター
職員体制含
む）

・P課との協
議

・関係機関と
の意見交換
・利用状況、
課題の確認
（図書館分室
含む）

・関係機関と
の意見交換
・図書館との
協議

・開館時間の見直しを検討
・各地区こども館運営委員会への
説明、地域との意見交換
・拠点のあり方について、CC、図
書館分館、学童クラブを含む方向
性の庁内協議

・運営委員会
に出席し見直
し意向の説明

・課内で地区
こども館、学
童クラブなど
の放課後育成
について、役
割と方針、人
材、課題を整
理

・検討内容を
運営委員会に
提供し意見集
約

・Ｐまち、図
書館と方向性
の共有

・見直し結果
の確定と予算
化

・整理された
内容を関係部
署と共有、必
要な協議を行
う

・メイトに雇
用継続の確認
及び募集

・方針を決定
し、予算化

・地区こども
館の位置づけ
の検討

・運営委員会
に出席し見直
し意向の説明
（玉川・金
沢・北山）

・運営委員会
に出席し見直
し意向の説明
（ちの・米
沢・湖東）

・運営委員会
に出席し見直
し意向の説明
（宮川・豊
平・泉野・中
大塩）
・利用者アン
ケートの準備
・放課後育成
に関する役
割・方針・課
題等の整理
シートを作成
中

・利用者アン
ケートの実施
・放課後育成
に関する整理
シートをもと
に課題や進捗
を担当者で共
有
・各種データ
もとに、見直
し案を作成中

・こども・応
援会議にあり
方検討を報告
・各種データ
をもとに、見
直し案を作成
中

27,319 24,570

【地区こども館運営費】

学童クラブも含めた体制の見直し

令和7年度
(2025年度)

・地区こども館の来年度以降の方
針を確定し、雇用を確保
・放課後のこどもの居場所（学
童・こども館・放課後こども教室
など）としての役割、課題、関わ
る人材、、地域の中での在り方
（現在と未来のニーズ）の方向性
について庁内協議をすすめる

31,813

令和8年度
(2026年度)

令和6年度
(2024年度)

B

・関係機関との意見交換を継続。
・令和７年度に向けて、各地区こ
ども館運営委員会に出席し、状況
を確認していく予定。

【地区こども館運営費】

職員体制等の検証、拠点のあり方



①緑地面積率等を緩和したことで
6つの事業者から届出（変更）が
あり、工場敷地を拡張することが
できるなどの効果があった。
②計画の素案作成や事業者との調
整を進めている。

①条例施行
（令和6年4月
1日）、準則
条例が適用さ
れた届出‥0
件
②計画の素案
作成、事業者
との調整

①準則条例が
適用された届
出‥2件
②計画の素案
作成、事業者
との調整

①準則条例が
適用された届
出‥2件
②計画の素案
作成、事業者
との調整

①準則条例が
適用された届
出‥1件
②計画の素案
作成、事業者
との調整

①準則条例が
適用された届
出‥1件
②計画の素案
作成、事業者
との調整

①準則条例が
適用された届
出‥0件
②計画の素案
作成、事業者
との調整

①準則条例が
適用された届
出‥0件
②計画の素案
作成、事業者
との調整

①準則条例が
適用された届
出‥0件
②計画の素案
作成、事業者
との調整

①準則条例が
適用された届
出‥0件
②計画の素案
作成、事業者
との調整

①工場立地法の緑地規制緩和によ
る設備投資の促進(事業者への説
明など)
②地域未来投資促進法の重点促進
区域指定による工場立地の促進
（事業者との調整、土地利用調整
計画の素案の作成等
③製造業の企業や工場誘致だけで
なく、IT系やファブレス企業等の
成長産業分野への働きかけ
④空き工場・空き土地の情報収集
と情報提供
⑤企業訪問による誘致活動

①事業者向け
のチラシ送付
で規制緩和の
周知
②事業者との
調整および計
画の修正

①企業訪問、
設備投資の相
談などの際の
緩和周知
②事業者との
調整及び計画
の修正
③⑤訪問によ
る誘致活動、
自治体PR
④ものづくり
ネットでの情
報提供

②計画の件へ
の提出、下水
道計画変更協
議、農振除
外、農転申請
へ

④産業用地整
備WGの立ち上
げ、庁内にて
空き土地(候
補地)情報の
集約

①規制緩和の
周知
②事業者との
調整
③対象企業の
調査
④問い合わせ
件数１件
⑤対象企業の
調査

①規制緩和の
周知
②事業者との
調整
③対象企業の
調査
④問い合わせ
件数２件
⑤対象企業の
調査

①規制緩和の
周知
②事業者との
調整
③対象企業の
調査
④問い合わせ
件数１件
⑤対象企業の
調査

①規制緩和の
周知
②事業者との
調整
③⑤対象企業
の調査
④問い合わせ
件数１件（電
話有。倉庫物
流事業者向け
に2,000坪程
度の土地希
望）

①規制緩和の
周知
②事業者との
調整
③⑤対象企業
の調査
④問い合わせ
件数４件（レ
ンタル倉庫、
光学部品加
工、調味料、
外食）

・農村更正協会と協議
・プロポーザル実施

 (進捗状況に
 よる)

・農村更正協
会と協議

・プロポーザ
ル実施

・全協報告 ・議案提出

・農村更正協会と協議、プロポー
ザル準備を進めた。
・売却価格の算出に時間を要した
ことから、当初計画より遅れてい
る。早急に手続きを進め、１月末
までには売却先を決定する。

-

・プロポーザ
ル実施につい
て土地の所有
者である農村
更正協会と協
議

・プロポーザ
ル実施要領作
成

・売却価格の
検討

・売却価格の
検討

・プロポーザ
ル実施要領作
成

・プロポーザ
ル実施要領、
審査要領を作
成

・プロポーザ
ル開始

・プロポーザ
ル中止

・農村更正協会と用地返還協議
・構築物、物品の処分に係る手続
き（議会議決等）

・農村更正協
会と用地返還
協議

・土地賃貸借
契約合意解約
契約書締結協
議

・土地賃貸借
契約合意解約
契約書締結
・構築物等の
無償譲渡に係
る議案上程

・物品等の処
分、引き渡し

令和6年度
(2024年度)

・全協報告
・議案提出

B・土地所有者である農村更生協会
からの申出により、土地の返還を
求められたため、現存する構築物
の取扱いについて協議を行ってい
る。

1,576 753

令和7年度

-

【生ごみ回収・堆肥化処理事業

蓼科有機センターの譲渡

①緑地面積率等を緩和したことで6
つの事業者から届出（変更）があ
り、工場敷地を拡張することがで
きるなどの効果があった。
工場増設までは至っていないた
め、税収の確保には時間がかかる
と考える。
②計画の素案作成や事業者との調
整を進めている。

企業誘致による税収の確保

令和7年度
(2025年度)

①工場立地法の緑地規制緩和によ
る設備投資の促進(事業者への説明
など)
②地域未来投資促進法の重点促進
区域指定による工場立地の促進
（事業者との調整、土地利用調整
計画の素案の作成等
③製造業の企業や工場誘致だけで
なく、IT系やファブレス企業等の
成長産業分野への働きかけ
④空き工場・空き土地の情報収集
と情報提供
⑤企業訪問による誘致活動

令和8年度
(2026年度)

- -

-

企業誘致による税収の確保

令和6年度
(2024年度)

（事業者との調整、土地利用調整
計画の素案の作成等）

B



当職員制度の
導入検討
・出張所のあ
り方検討・地
域協議

令和７年度以降の体制、機能の継
続、廃止について関係課等と協
議。今後、機能、職員体制見直し
に向けた地域との話し合いを行う
必要がある。

・関係課協議
・地区ＣＣ所
長、職員会議
での協議

・関係課協議
・地区ＣＣ所
長、職員会議
での協議

・関係課協議
・地区ＣＣ所
長、職員会議
での協議

・関係課協議
・地区ＣＣ所
長、職員会議
での協議

・関係課協議
・地区ＣＣ所
長、職員会議
での協議

・理事者協議
・関係課協議
・地区ＣＣ所
長、職員会議
での協議

・理事者協議
・関係課協議
・地区ＣＣ所
長、職員会議
での協議

・理事者協議
・関係課協議
・地区ＣＣ所
長、職員会議
での協議

・理事者協議
・関係課協議
・地区ＣＣ所
長、職員会議
での協議

・集落支援員制度の導入
・職員体制の適正化に向けた検討
・出張所機能の縮小検討

・集落支援員
制度の導入
・職員体制の
適正化に向け
た検討
・出張所機能
の縮小検討

・職員体制の
適正化に向け
た検討
・出張所機能
の縮小検討

・職員体制の
適正化に向け
た検討
・出張所機能
の縮小検討

・職員体制の
適正化に向け
た検討
・出張所機能
の縮小検討

・職員体制の
適正化に向け
た検討
・出張所機能
の縮小検討

・集落支援員
任用（4名）
・地区コミュ
ニティセン
ターの他施設
との複合化に
係る方向性に
ついて理事者
協議

・地区コミュ
ニティセン
ターの他施設
との複合化に
係る方向性に
ついて都市計
画課と協議

・地区コミュ
ニティセン
ターの他施設
との複合化に
係る方向性に
ついて所長会
議で共有
・会議室の利
用実態調査

・地区コミュ
ニティセン
ターの他施設
との複合化に
係る方向性に
ついて、地区
ＣＣ所長、職
員会議での協
議

・8/21　公共
施設再編計画
説明会
・課内打合せ

・庁内関係課協議（企画部、総務
部、生涯学習部、市民環境部）

・庁内関係部
署協議

・関係者協議

・両課の組織統合に向けて検討を
行った。
・今後は理事者の意見等を伺いな
がら引き続き協議していく。
・統合はR８以降

・庁内関係課
（生涯学習
部、市民環境
部）協議

・庁内関係課
（生涯学習
部、市民環境
部）協議

・庁内関係課
（生涯学習
部、市民環境
部）勉強会開
催

・庁内関係課
（生涯学習
部、市民環境
部）協議

・庁内関係課
（生涯学習
部、市民環境
部）協議

・庁内関係課
協議、東御市
視察（生涯学
習部、市民環
境部）

・庁内関係課
（生涯学習
部、市民環境
部）協議

・理事者協議
（市長、副市
長、教育長、
生涯学習部、
市民環境部）

・関係課内部
協議

・関係者協議（教育委員、社会教
育委員、公民館運営審議会、ゆい
わーく運営委員会等）

・関係者協議 ・例規改正、
Ｒ８予算要求

・理事者協議
（生涯学習
部、市民環境
部）

・庁内関係部
課協議（生涯
学習部、市民
環境部）

・庁内関係部
課協議（生涯
学習部、市民
環境部）

・庁内関係部
課協議（生涯
学習部、市民
環境部）

・庁内関係部
課協議（生涯
学習部、市民
環境部）

・新体制スタート ・新体制ス
タート

23,479

【市民活動センター運営費、ひ
と・まちプラザ管理費】
中央公民館と組織・機能の統合

中央公民館と組織・機能の統合

令和6年度
(2024年度)

・関係者協議（教育委員、社会教
育委員、公民館運営審議会、ゆい
わーく運営委員会等）

B・理事者の意見を伺い、両課の組
織を統合することで合意した。
・今後はR8の統合に向けて、関係
者（教育委員、社会教育委員、公
民館運営審議会、ゆいわーく運営
委員会等）とも協議していく。

【市民活動センター運営費、ひ
と・まちプラザ管理費】
中央公民館と組織・機能の統合

旧施設を活用した機能の再編

令和7年度
(2025年度)

・例規改正、Ｒ８予算要求

令和8年度
(2026年度)

23,817 21,781

令和8年度
(2026年度)

令和6年度
(2024年度)

A

職員体制、出張所機能の変更につ
いて庁内での調整を行い、議会
（全協）、地域（運協会長会、市
区長会長会）に方向性を提示する
ことができた。

47,418 42,599

40,287

【地区コミュニティセンター管理

拠点数と人員体制の見直し

センターが持つ機能ごとに分割し

今後建物改修は行わない

【地区コミュニティセンター管理

拠点数と人員体制の見直し

機能ごとに分割して最適な施設配

令和7年度
(2025年度)

・Ｒ8年度以降の職員配置、出張所
存廃に係る地域への説明



 ・第３者委員
 会協議  ・再編成に向

 けた地域協議

 けた地域協議
 （10～12月→
 11～3月）

 会協議（諮
 問）

・これからの学校のあり方に係わ
る素案検討委員会設置。学校のあ
り方について検討（３回開催）。
・保護者アンケート実施、報告

地域対話に向けての準備を具体的
に進めていく必要がある。また、
引き続き庁内での連携が必要とな
る。

・4/17庁内検
討会、4/25理
事者協議実
施。今後の進
め方の確認
（学校再編検
討委員会を設
置し、市民対
話に向けた素
案を作成。）

・第1回これ
からの学校の
あり方に係わ
る素案検討委
員会に向けた
準備
・保護者アン
ケート作成

・第1回これ
からの学校の
あり方に係わ
る素案検討委
員会
・保護者アン
ケート作成・
発送準備

・第2回これ
からの学校の
あり方に係わ
る素案検討委
員会
・保護者アン
ケート実施
（7/1～
7/19）

・第3回これ
からの学校の
あり方に係わ
る素案検討委
員会
・保護者アン
ケート報告
（素案検討委
員会、ＨＰ）

・保護者アン
ケート報告
（保護者）
・地域対話の
進め方や地域
対話で提示す
る素案につい
て、課内での
再調整

・第4回これ
からの学校の
あり方に係わ
る素案検討委
員会
・地域経営会
議状況報告
・地域対話に
向けての準備

・全員協議会
及び行財政審
議会へ経過報
告

・ＰＴＡ三役
と地域対話開
催に向けての
調整

・ＰＴＡ三役
と地域対話開
催に向けての
調整

・地域対話に
向けて準備

・保護者対象の地域対話の開催
・アンケート実施

第２回保護者
対象地域対話
開催

第１回地域対
話

第２回地域対
話

・アンケート
実施

・素案検討
（庁内）

・素案検討
（委員会）

・アンケート
結果公表

・理事者協議
・庁内協議
・八坂小中学
校行政視察
・第２回保護
者対象地域対
話開催（北
山）

・第２回保護
者対象地域対
話開催（永
明、宮川、米
沢、豊平、玉
川、泉野、金
沢、湖東）
・行財政審議
会で中間報告

・地域対話に
向けて準備。
資料作成、開
催の周知を行
う。
・6/30　地域
対話（ちの地
区）

・地域対話開
催
7/3宮川地区
7/8米沢地区
7/11豊平地区
7/14泉野地区
7/16玉川地区
7/22金沢地区
7/25湖東地区
7/29北山地区
・7/28庁内協
議

・地域対話開
催
8/5中大塩地
区
・8/22理事者
協議
・アンケート
の検討

259,250 169,137

214,273

【小学校運営費、小学校施設管理
費、小学校施設整備費】

教育の質の観点で規模・配置を検

令和6年度
(2024年度)

るために地域対話を開催する

B
・ＰＴＡ三役と地域対話に向けて
調整（各小学校）
・第１回保護者対象の地域対話の
開催（各小学校区）
・地域対話では、教育環境のほか
まちづくりや財政への懸念など対
話内容が多岐にわたることから、
引き続き庁内での連携が必要とな
る。

【小学校運営費、小学校施設管理
費、小学校施設整備費】

教育の質の観点で規模・配置を検

令和7年度
(2025年度)

・地域の方対象の地域対話の開催
・アンケート結果公表
・地域経営会議及び議会への状況
報告
・素案の作成、公表

令和8年度
(2026年度)



・福祉２１茅
野との情報共
有

・健康福祉部組織改編により福祉
21ビーナスプランを意識した組織
運営、課題整理ができるように
なった。
・福祉２１茅野が新体制となり、
福祉２１茅野の役割や活動を模索
している状況にあり、保健福祉
サービスセンターの見直し議論ま
では到達していない。

・業務整理
・福祉２１幹
事会準備

・業務整理
・福祉２１幹
事会準備
・代表幹事打
ち合わせ

・福祉２１幹
事会日程調
整、開催通知
発送

・福祉２１茅
野幹事会の開
催

・ＳＣ職員研
修の企画
・第２回幹事
会日程調整

・第２回幹事
会準備、開催
通知発送
・代表幹事打
ち合わせ

・第２回福祉
２１茅野幹事
会の開催

・福祉２１茅
野代表幹事と
の打ち合わせ
（幹事会にお
いて地域福祉
に関する学習
の機会を設け
ることとし
た）

・福祉２１幹
事会日程調
整、開催通知
(メール配
信）
・保健福祉SC
業務の根幹で
ある個別支援
（アセスメン
ト）に関する
研修の実施

・福祉２１ビーナスプラン課題検
討
・重層的支援を考慮した保健福祉
サービスセンター業務の整理

・重層的支援
体制スタート

・福祉２１茅
野との情報共
有、課題検討

・保健福祉
サービスセン
ター業務整理

・福祉２１茅
野との情報共
有、課題検討

・保健福祉
サービスセン
ター業務整理

・福祉２１茅
野との情報共
有、課題検討

業務整理を踏
まえた保健福
祉サービスセ
ンターの課題
整理

・福祉２１茅
野との情報共
有、課題検討

業務整理を踏
まえた保健福
祉サービスセ
ンターの課題
整理

・福祉２１茅
野との情報共
有、課題検討

業務整理を踏
まえた保健福
祉サービスセ
ンターの課題
整理

・福祉２１茅
野との情報共
有、課題検討

保健福祉サー
ビスセンター
のあり方検討

・福祉２１茅
野との情報共
有、課題検討

保健福祉サー
ビスセンター
のあり方検討

・福祉２１茅
野との情報共
有、課題検討

第4次福祉21
ビーナスプラ
ン策定に向け
た保健福祉
サービスセン
ターの方向性
のとりまとめ

・福祉２１茅
野との情報共
有

・重層的支援
体制整備事業
のアウトリー
チ支援事業及
び参加支援事
業の実施主体
となる社協
CSWへの事業
概要説明の実
施

・福祉２１茅
野運営体制資
料の作成

・保健福祉
サービスセン
ターの業務整
理の実施につ
いて課内会議
で提案。

・福祉２１茅
野幹事会開催
に向けた日程
調整

・保健福祉
サービスセン
ター業務を各
センター別で
整理した。

・福祉２１茅
野幹事会を開
催し、第４次
ビーナスプラ
ン策定に向け
た検討事項を
整理した。

・保健福祉
サービスセン
ター業務につ
いて課内で検
討。

・福祉２１茅
野幹事会開催
に向けた日程
調整を実施。

・庁内関係部
署向けのビー
ナスプラン研
修を実施。

・ビーナスプ
ラン研修報告
で、保健福祉
ＳＣ機能に関
する職員の評
価を実施して
おり、評価結
果をまとめ
た。

26,284

【保健福祉サービスセンター施設

サービス提供体制の見直し

最適なサービス提供体制の検討

令和6年度
(2024年度)

B令和７年度から実施する重層的支
援体制整備事業の理解が図られる
よう研修等を実施した。また、茅
野市の福祉システムの根幹を成す
福祉２１ビーナスプランを理解す
るため、策定の中心となる福祉２
１茅野幹事への研修を実施し、重
層的支援を踏まえた保健福祉サー
ビスセンター機能や茅野市の福祉
システムの見直しへの布石とし
た。

【保健福祉サービスセンター施設

サービス提供体制の見直し

第４次福祉２１ビーナスプランの

令和7年度
(2025年度)

・令和10年（2028年）からの第4次
福祉21ビーナスプラン策定に向け
た工程を作成
・第4次福祉21ビーナスプラン期間
における保健福祉サービスセン
ターの方向性の素案をまとめる

令和8年度
(2026年度)

21,844 20,851



類似施設の実態調査 グ調査に向け
た検討

類似施設の実態調査を実施
茅野市民館運営三者（市・地域文
化創造・サポートC）で改革項目
について検討を開始した。

・市民館のあ
り方について
理事者、指定
管理者とで意
見交換
・三者で今後
の協議の進め
方を打合せ

・類似施設の
実態調査（直
営・指定管理
の別や担当部
署など）

・優先改革事
項について三
者で協議を開
始した

・優先改革事
項について三
者会議におい
て課題を共有
した

・三者会議に
おいて今後具
体的に検討を
進める点（管
理運営計画・
指定管理のあ
り方等）の説
明を行った

・三者会議に
おいて管理運
営計画の見直
し方法につい
て協議し決定
・外部の専門
家への相談を
関係者全体で
行い、文化施
設における諸
問題について
の見識を深め
た

・三者会議に
おいて今後の
指定管理につ
いての打合せ
を行った。

・今後の市民館運営の在り方
（R10～指定管理の是非を含む）
について協議
・図書室の設置見直しについて協
議

・今後の市民
館運営の在り
方（（R10～
指定管理の是
非を含む）

5/23取締役会

・図書室の設
置見直しにつ
いて協議

11/25取締役
会

・指定管理者
と図書室の施
設面・オペ
レーションに
関する打合せ

・議会全協に
て状況報告

・三者会議に
て今後のス
ペースのあり
方について意
見交換

・地域文化創
造、シアター
ワークショッ
プと市民館管
理運営と社内
体制、経営に
関する協議

・今後の市民館運営の在り方
（R10～）について協議

294,554

施設複合化の促進や施設の売却

指定管理協定の見直し、施設複合
化の促進、売却等を検討

令和6年度
(2024年度)

サウンディング調査に向けた検討

B

・管理運営計画は根本的に見直す
ことで関係市民、指定管理者と合
意した。更に、より個別具体的な
市民館の施設の機能に関しても、
公共施設再編計画における継続的
見直しの観点から、今後のランニ
ングコストの低減と現状のサービ
スの在り方について協議を進める
こととなった。令和７年度におい
ては、図書室の設置の是非につい
て協議を行うほか、指定管理期間
終了後（R10～）の指定管理の在り
方について検討を進める。

施設複合化の促進や施設の売却

指定管理協定の見直し、施設複合
化の促進、売却等を検討

令和7年度
(2025年度)

・今後の市民館運営の在り方
（（R10～指定管理の是非を含む）
について協議
・図書室の設置見直しについて協
議

令和8年度
(2026年度)

232,217 286,691



③展示機能のあり方検討

①②③博物館協議会と専門委員会
に現状説明と意見聴取

現状確認

③展示機能の
あり方につい
て課内検討

共施設全般の
統廃合につい
て設定する
（全庁的） ②寄贈資料受

入れマニュア
ル作成

ケート実施の
検討

・「まち懇」
まとめ

協議会では、減免や使用料見直し
を通し、博物館の在り方について
再度問われる形となった。市民研
究員の全体会を開催し、市民研究
員から意見を聴取した。アンケー
ト結果と併せ、多様な意見を集約
し、あり方と現状について再考す
る必要がある。

・アンケート
の検討

・寄託・寄贈
収蔵資料の確
認
・使用料の検
討

・寄託資料の
受け入れ検討
・博物館協議
会での現状説
明
・市民研究員
全体会通知発
送

・市民研究員
全体会開催

市民研究員の
あり方課内協
議

・アンケート
結果の考察

・検討結果か
ら市民研究員
の実践活動検
証

・市民研究員
の実践活動成
果課内協議
・県内の市民
活動事例発表
聴講

展示、収蔵、
市民研究員の
活動拠点等ま
とめについて
課内協議

①有料入館者の増加を図るため、
学校、企業等との連携により魅力
的な企画展等を検討、実施する。
②収入増加のため物販を開始、販
売商品の拡充を検討する。また、
ネーミングライツの導入を検討す
る。
③施設のあり方を検討するため
に、PPP、資料収蔵の検討、建物
の躯体調査を実施する。

①学校、企業
等との連携

②物販開始、
商品の検討

③PPPの検討

③コンクリー
ト躯体調査

・全館燻蒸
・博物館協議
会

②ネーミング
ライツの検討

・使用料改定

③資料収蔵の
検討

・ATESHINA
WATER販売開
始
・理科大地域
連携プレゼン
参加
・EPSON夏休
み企画協議

・語り伝承冊
子販売開始
・理科大地域
連携学生募集
・移住促進連
携
・長野県プラ
ネタリウム協
議会開催
・文化財活用
センター環境
調査

・コンクリー
ト躯体調査
・全館燻蒸
・理科大ゼミ
活用
・PPP研修会
参加
・北八ヶ岳
ロープウェイ
活用観察会開
催
・EPSON夏休
み企画広報

・冊子「八ヶ
岳」販売検討
・「方言かる
た」再販検討
・小中学校へ
の講義・プラ
ネ出前
・EPSON夏休
み企画募集抽
選
・望遠鏡プロ
ジェクト贈呈
式

・EPSON夏休
み企画開催
・国立国語研
究所市民科学
プロジェクト
オーロラ写真
展開催
・地区公民館
講座協力
・コンクリー
ト躯体調査
・理科大講座
協力
・諏訪教育会
共同調査
・高齢者大学
協力

18,713 18,366

25,490

【博物館運営費、博物館施設管理

建物維持の必要性と必要機能の精

展示、収蔵、市民研究員の活動拠
点といった機能ごとにあり方を検

令和6年度
(2024年度)

①②理事者協議

B

県内の市民活動事例発表の聴講や
市民研究員の実践活動を広く市民
に提供した。これらをとおし、活
動の拠点を博物館に置くべきであ
ることを再確認した。課内協議
や、協議会からの意見聴取で方針
を固めることができた。今後は検
討結果についてまとめ、協議・報
告をしていきたい。

【博物館運営費、博物館施設管理

建物維持の必要性と必要機能の精

展示、収蔵、市民研究員の活動拠
点といった機能ごとにあり方を検

令和7年度
(2025年度)

令和8年度
(2026年度)



討、準備
・スケートセンター（スポーツ施
設全体）について、市民アンケー
トを実施

【スケート】
・使用料検討
委員会を通じ
た料金の見直
し

【スケート】
・関係団体等
との協議（①
利用者団体、
②庁内関係
者）

【スケート】
・R7以降の指
定管理契約に
ついて指定管
理者との協議

【スケート】
・サウンディ
ング型市場調
査の検討・準
備・庁内協議

・公共施設の
統廃合に関す
る市民アン
ケート準備
（全庁的）

・「まち懇」
のテーマに公
共施設全般の
統廃合につい
てを設定する
ことの検討。
（全庁的）

・公共施設の
統廃合に関す
る市民アン
ケート実施
（全庁的）

【スケート】
・サウンディ
ング型市場調
査の仕様の確
定・募集開始

【スケート】
・サウンディ
ング型市場調
査の実施

【スケート】
・料金の改定
条例の議案提
出

【スケート】
存廃について行財政審議会に諮問
をした。そのことにより各方面に
反響があった。10/1に原則として
廃止する旨の答申が出された。今
後、市としての判断をするにあた
り存廃両面においてあらゆる可能
性を模索していく。

【プール】
今夏で営業終了することとした。
議会や市民からの反響もあった
が、今後は民営化に向けて取り組
んでいく。

【スケート】
今後の方針に
ついて理事者
協議。市職員
のスケート経
験者との懇談
会を開催。
【プール】
今夏で営業終
了する方針を
庁内で最終決
定（理事者協
議、地域経営
会議）→５月
全協、広報誌

【スケート】
市長と指定管
理者の協議。
スケートに関
与する市議２
名と協議。ス
ポーツ協会３
役と協議。ス
ケート協会と
協議。
【プール】
全協に今夏で
営業終了する
旨を報告。広
報誌に掲載。

【スケート】
行財政審議会
へ存廃につい
てを諮問。
6月議会の一
般質問にて県
や近隣自治体
との共同運営
について市長
が言及。
行財政審議会
がスケートセ
ンターを視
察。

【スケート】
諏訪圏域の学
校授業におけ
るスケートの
実施状況のア
ンケート調査
の実施。
行財政審議会
委員からの質
問への回答作
成。
【プール】
最後の営業開
始。今夏で営
業終了の周知
（看板、
HP）、回数券
の払戻しの周
知。

【スケート】
8/6行財政審
議会に出席。
第４回行財政
審議会につい
て理事者協議
出席。
【プール】
今期の営業終
了。回数券の
払戻し対応の
準備。民間譲
渡について副
市長協議。
メール・手紙
対応。

【スケート】
9/2行財政審
議会出席。9
月議会一般質
問の再質問に
てスケートセ
ンターの今後
の進め方につ
いて2名から
質問あり。県
スポーツ振興
課来庁。意見
交換。パテ
ティネレ
ジャー社長、
来訪。
【プール】
購入希望の意
向がある民間
事業者の聴
取。

【スケート】
10/2行財政審
議会から原則
として廃止す
る旨の答申あ
り。
10/17スケー
トクラブとの
意見交換会を
実施。
【プール】
民間譲渡に向
けた庁内協
議、及び理事
者協議。
現地確認、各
種見積り依
頼、不動産鑑
定士相談。各
まち懇にて
プール存続の
要望が続出。
理事者が民間
譲渡について
発言し、新聞
報道。11月全
協に向けて地
域経営会議で
審議。

【スケート】
広報誌「広報
ちの」の「行
革待ったな
し」に行財政
審議会からの
答申について
の記事が掲
載。オープン
日を１週間遅
らせて11/29
オープン。
【プール】
跡地の利活用
に関するサウ
ンディング型
市場調査の公
表。受付開
始。
各種見積り取
得、課税評
価、現指定管
理者との相
談。

【スケート】
現指定管理の
事業者に施設
の状況や今後
の展望等につ
いて聴取。
原村スケート
協会から施設
存続の要望書
の提出。
原村議会の一
般質問にて、
茅野市スケー
トセンター存
続のための支
援の質問が出
されたが、村
は慎重な回
答。

【プール】
サウンディン
グ調査の実
施。
譲渡の各種条
件について理
事者協議。

【スケートセンター・ゴルフ練習
場・プール管理運営費】
施設維持・運営方法の検討

スケートセンター・ゴルフ練習場

令和6年度
(2024年度)

・サウンディング型市場調査の実
施と、実施結果に基づく次期指定
管理公募の内容検討

Ａ

【スケート】
市としての判断をするにあたり、
今後の選択肢を整理。など必要な
情報収集を行った。

【プール】
プロポーザルを実施（2回）し、最
適事業者を決定。契約に向け調
整。

55,975 55,975



【スケート】
・指定管理者
と今後の施設
の在り方につ
いて協議
【スケート】
・関係団体等
との協議（①
利用者団体、
②庁内関係
者）

【スケート】
・指定管理者
と今後の工事
について協議
【スケート】
・リンク関係
修繕の内容・
金額等の見積
依頼
【プール】
・譲渡契約書
(案）の作
成。
・施設内備品
等の確認

【スケート】
・リンク関係
修繕の内容・
金額等の見積
提出
・リンク関係
者と修繕内容
の協議
【プール】
・5/20譲渡契
約の締結

【スケート】
・リンク関係
修繕の内容・
金額等の見積
提出取りまと
め、修繕内容
等提案提出
・リンク関係
者と修繕内容
の協議
【プール】
・不用物品処
分準備
・事業者間の
連絡調整

【スケート】
・今後のあり
方について、
部内・事務関
係者・理事者
協議
【プール】
・不用物品処
分
・事業者間の
連絡調整

【スケート】
・今後のあり
方について、
理事者協議、
県担当者打合
せ
【プール】
・事業者間の
連絡調整

48,686

【スケートセンター・ゴルフ練習
場・プール管理運営費】
施設維持・運営方法の検討

スケートセンターについて、ス
ポーツ協会や広く市民の意見を聞
いたうえで維持・運営方法を判断

令和7年度
(2025年度)

令和8年度
(2026年度)



【R7.10.1 茅野市行財政審議会資料】 

スポーツ健康課  

 

優先改革事項№31 

スケートセンターについて（経過報告） 

 
 

１ 施設改修費用の精査について 

工事内容 当初見積金額 精査後見積金額 備考 

舗装改修（不陸整

正） 
100,089 千円 72,000 千円 

部分改修可 

状況の悪い部分を回収するだけでもリ

ンク性能の向上、管理面での負担軽減

となる。 

冷却配管設備更新

（地下配管） 
212,212 千円 163,000 千円  

冷却管（アイスパ

ネル）更新 

122,430 千円 219,000 千円 
製品ランク、リンク面積により低減可 

夜間照明設備改修

（LED 化） 
164,417 千円 117,000 千円 

今後スポーツ施設として活用する場合

は優先度が高い。 

不凍液交換 0 千円 65,000 千円 製品ランク、リンク面積により低減可 

冷凍機オーバーホ

ール 
120,000 千円 60,000 千円 

10,000 千円/台 

（更新の場合 612,000 千円） 

小計 A 719,148 千円 696,000 千円  

地下通路 4,031 千円  

テント小 38,990 千円  

テント大 131,430 千円  

管理棟 12,820 千円  

その他 1,153 千円 観覧席階段、外灯 2基 

ゴルフ打席棟 150,220 千円  

ゴルフネット張替 100,000 千円  

小計 B 438,644 千円  

合計（A+B） 1,157,792 千円 1,134,644 千円  

※現在の冷凍機が問題無く稼働することが前提である。 

 スケートセンターの営業期間により工事の優先順位は変動する。 

 上記以外に毎年数百万円程度の補修工事が必要となる。 

 

２ 付帯意見への対応について 

 ①税金の増収・市民による市税の増額投入の合意 

  市税等の増収はあったものの、不足分を満たすほどの金額ではない。現時点では

市民へ市税の増額投入の合意を得ることは考えていない。 
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 ②目的税などの新たな税負担を市民に課す 

  現時点では新たな税負担は考えていない。 

 ③受益者負担の原則 

  令和 7年 10 月 1 日から使用料改定により受益者負担の増加を図るものの、維持管

理費の全額を賄える使用料設定とはなっていない。 

 ④起債（借金）に頼らない資金調達 

現在、国・県に補助制度を要望している。また、民間企業へネーミングライツなど

の支援を投げかけている最中である。 

 ⑤国営化、県営化、諏訪広域化による運営 

  国、県、諏訪広域、それぞれ難しい状況である。 

 ⑥民営化による運営 

  指定管理者に打診するも難しいとの回答あり。 

 ⑦市税を投入しない方法での運営 

営業期間の短縮やコース幅縮小等による維持管理費の削減を図る。 

 

３ 営業実績について 

 令和 5年度 令和 6年度 

営業日数 80 日 80 日 

営業期間 12/1～2/18 11/29～2/16 

入場者数 29,573 人 31,131 人 

指定管

理者 

収入（利用料等） 14,014,080 円 16,052,612 円 

支出（維持管理費） 53,645,694 円 54,609,536 円 

収支 -39,631,614 円 -38,556,924 円 

市の歳出 64,225,650 円※1 54,180,075 円 

 うち指定管理料 52,000,000 円※2 52,000,000 円※2 

※1 市の歳出のうち、エネルギー価格高騰支援金は、令和 4年度を含む 

※2 指定管理料は、ゴルフ練習場、プール分を含む 

 

４ 今後について 

これまで施設を存続させた場合の改修費用や優先度についての精査を行うととも

に、県に対しては補助制度の創設などを働きかけてきた。現時点では、付帯意見を実

現できるような状況ではないが、国や県への要望など存続の可能性を十分につめた上

で、市としての最終的な判断をしていきたいと考える。 

このことから、現指定管理者との契約を令和９年末まで 2年延長とし、施設の方向

性については令和８年度中に決定したい。 

なお、それまでは大規模改修工事は行わず、修繕は最小限に留めることとする。ま

た、営業期間の短縮や大会数の削減、リンク面積の削減などについてスケート協会と

協議し、可能な限りランニングコストの削減と設備への負荷軽減を図っていく。 
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【令和 7年 10 月 1 日 茅野市行財政審議会資料】 

スポーツ健康課 

 

優先改革事項№31 

プールについて（経過報告） 

 

１ 経過 

令和 6年 

8 月  令和 6年度の営業を持ってプール閉鎖 

11 月～12 月 サウンディング型市場調査の実施 

12 月  都市公園条例の一部改正（プール施設廃止） 

令和 7年 

1 月～2月  公募型プロポーザルの実施 → 最適事業者なし 

3 月  第 2 回公募型プロポーザルの実施 → 最適事業者選定 

4 月～5月  最適事業者と協議 

・契約内容等の細目協議、現地確認 

5 月  譲渡契約締結 

 7 月  最適事業者による営業開始 

 

２ 令和７年度のプール営業について 

・運 営 者  中崎茂男（屋号：ホテルわかみず） 

・名  称  ＡＱＵＡクラブちの 

・営業施設  50ｍプール、25ｍプール、幼児用プール 

・営業期間  プレオープン（関係者のみ）７月 20 日（日） 

本オープン （一般含む） ７月 29 日（火） 

営業終了         ８月 28 日（木） 

・営業時間  一般 午前 10 時～午後４時 

       合宿 午前 ６時～午後７時 

・料  金  小学生以上 1,000 円／人 

小学生未満 無料 

 

 ・利用者数  有料入場者数    605 人 

        未就学児入場者数 1,150 人（概算） 

        合宿入場者数   3,629 人 
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【R7.10.1 茅野市行財政審議会資料】 

 

優先改革事項№４ 

「温泉施設の集約、民営化」検討状況について 
 

社会福祉課 

１ 現状 

◆温泉施設の利用状況 

温泉施設名 利用者数（人） 利用料収入（円） 
Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

アクアランド茅野 67,468 73,916 72,411 20,746,900 23,290,600 22,331,500 
河原温泉河原の湯 29,252 32,107 32,699 8,838,600 10,273,500 10,201,300 
金沢温泉金鶏の湯 63,619 67,572 66,510 20,536,200 22,289,800 22,158,100 
尖石温泉縄文の湯 117,302 126,719 119,536 45,535,600 49,823,290 46,090,170 
玉宮温泉望岳の湯 99,725 100,196 109,862 29,564,300 30,202,800 33,276,000 
米沢温泉塩壺の湯 98,788 110,398 119,069 32,438,100 36,688,700 34,205,100 
６温泉施設合計 476,154 510,908 520,087 157,659,700 172,568,690 168,262,170 

利用者数は年々微増となっていますが、新型コロナウイルス感染症による影響を受ける前
の令和元年度の６温泉施設の総利用者数は 575,833 人、総利用料収入 190,378,390 円であ
り、その水準までは戻っていない状況が続いています。 
 

２ 課題 
市内の温泉施設については、利用者数の伸び悩みに加え、施設・設備の老朽化に伴う更新・

改修費用の増嵩による今後の厳しい経営が予想され、将来にわたって今ある施設を全て維持
していくことが難しくなってきています。また、市内には類似施設として民間の温泉施設が
山間部を中心に複数あることから、市営温泉施設について、観光客を含め市外の利用者が多
い施設や安定した経営が見込まれる施設については民営化を、それ以外の施設については集
約化に向けた検討を行う必要があります。 
 

３ これまでの取組状況 

◆サウンディング型市場調査による意見聴取 
 令和６年度に市営温泉施設６か所と高齢者福祉センター塩壺の湯を対象に、サウンディン
グ型市場調査を実施しました。 
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（１）目的 
①既存施設を維持し民間等への譲渡や貸付等も含めた今後の利活用の可能性を模索する 
②既存施設は撤去し源泉の保全を目的とした新たな魅力向上の温泉地の可能性を模索する 
 
（２）スケジュール 

実施方針の公表 令和６年８月 26 日（月） 
現地見学会の開催 令和６年 10 月 29 日（火）〜11 月１日（金） 
サウンディング実施 令和７年１月 21 日（火）〜１月 23 日（木） 
実施結果概要の公表 令和７年３月３日（月） 

 
（３）結果 
 ◆参加事業者：２社 
 ◆意見聴取の概要 
  ⇒アクアランド茅野を民間のスポーツ施設として運営することとした場合に見込まれ

る指定管理料は現状よりも大幅に高い金額でなければ専門性の高いスタッフの人件
費を賄うことはできない点、また、スポーツ施設としての商圏の可能性についても近
隣スポーツ施設の分布状況や今後の人口減少を見据えた中では非常に厳しい状況で
ある点を説明された。 

  ⇒縄文の湯と望岳の湯に対して特別目的会社を立てた「コンセッション方式」による運
営をご提案いただいた。現状の「指定管理者制度」は公共施設の管理運営のみを民間
事業者に任せる手法であるのに対し、「コンセッション方式」は施設の所有権を公に
残したまま、民間事業者に長期間にわたる運営権を付与し、民間事業者が長期的な投
資や施設機能の向上を可能にし、より柔軟な運営を行うことができる。 

 

４ 今後の方向性 

◆民間譲渡を前提としたサウンディング型市場調査の実施 
 令和６年度に実施したサウンディング型市場調査において「コンセッション方式」による
運営の提案をいただきましたが、市が施設を所有した状態には変わりがなく、施設の老朽化
等における費用按分によっては引き続きコストが発生する可能性もあり、また、万が一経営
が破綻した際には施設の所有権のみが市に残るリスクも考えられます。 

そのため、この提案に対する前向きな検討は行わず、令和７年度は市が施設を所有しない
形での「民間譲渡を前提」としたサウンディング型市場調査を実施することとし、市営温泉
施設の集約、民営化に向けた具体的な提案を募集し、有効な対応策へつなげたいと考えてい
ます。 
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【R7.10.1 茅野市行財政審議会資料】 
学校教育課  

優先改革事項№25 

 

地域全体の地域対話の報告 

 

６月３０日から８月５日にかけて、下記のとおり地区ごと対象者は限定せず

地域対話を実施した。児童数の減少、学校規模や教員配置の制度、保護者対話

から出た６つのパターンの紹介、保護者対象の地域対話の報告をして、対話を

行った。 

①参加状況 

②主な意見 

  市の財政的に９校維持できるのか。行政的な判断はどのようにするのか。 

  児童数の減少と財政面の課題どちらを主に考えて意見を聞きたいのか。 

  茅野市の財政はそんなに危機感がある状況ではない。バランスシートで資産

も見ながら管理し、残すなら計画的に検討する必要がある。 

  小学校が９校あるのは現状の最善を考えられた数ではない。 

  茅野市の施設として、小学校９校必要なのか。施設の複合化も考えられる。 

  子ども達に建替え費用を残さないように統廃合ができたらよい。地域の方の

居場所と子ども達が学べる場所が一緒になるような場所があったらよい。 

  中学校区で小学校の統合を考えて、新しい小学校では複数の地域が学校を支

える。学校が必要だという地域には分校・小規模特認校を考える。 

  10 数年後の建て替え時には、小さな学校を建て替えることで済むかもしれ

ない。今は丁寧な議論を進めてほしい。 

  子ども達の未来に対してどうするべきかという話し合いをしていきたい。 

  児童数だけで結論を出さないでほしい。 

地区名 開催日 開催時間 参加者 動画配信視聴数 

ちの地区 6 月 30 日（月）  

 

 

午後 7 時から 

午後 8 時 30 分 

１３名 ９９回 

宮川地区 7 月  3 日（木） １８名 ５９回 

米沢地区 7 月  8 日（火） ６名 ４６回 

豊平地区 7 月 11 日（金） ７名 ３２回 

泉野地区 7 月 14 日（月） ９５名 ６５回 

玉川地区 7 月 16 日（水） １３名 ３１回 

金沢地区 7 月 22 日（火） ５４名 ６９回 

湖東地区 7 月 25 日（金） １４名 ３４回 

北山地区 7 月 29 日（火） ２４名 １９回 

中大塩地区 8 月  5 日（火） １４名 １２回 

8 月 15 日時点 
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  茅野市を担うために茅野市の子ども達をどのように育てていくかという観点

が抜けていることが腑に落ちない。 

  市で教員雇用等を取り入れ、小規模校を維持する方向も考えてほしい。 

  現状と将来を見たときに、問題点・課題点を考え、不足しているものがあれ

ば足してあげればよい。 

  茅野市の中で学校によって様々なパターンがあっていいと思う。 

  全学校を廃校にして組み換え、特色のある学校に再編する。教育体制の再編

をしていくことが望ましい。人数とお金だけで簡単に考えてほしくない。 

  地域によって考え方の差を大事にしてほしい。 

  この地域の学校をどう考えているか、学校を変えていくことをどう考えるか

を議論していくことが大事。地域の価値をどう作るかという部分を考える。 

  地域と学校の結びつきが強固にならない部分があり、その地域の大切さや地

域と関りをもてる仕組みづくりをして、巻き込んでほしい。 

  人数から統合はしょうがないと思うが、小学校がなくなると子育てしにくく

なるのではと心配。ここで子育てしたいと思える環境を作ってほしい。 

  中学進学で大人数の学級になる不安や環境に慣れる負担が大きいと子ども達

を見て感じる。社会に出て多様な人や年代と係わっていくためには、最初か

らある程度の人数で生活をする機会を増やしていった方が良い。 

 

（参考）保護者対象の地域対話参加者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）今後のスケジュール予定 

・学校のあり方に関する市民アンケート実施 

・第２回地域全体の地域対話開催（地区の分けをせず茅野市全体で開催） 

学校区 第１回参加者数 第２回参加者数 

北山小学校区 １２名 ７名 

米沢小学校区 １５名 ２名 

泉野小学校区 ５０名 ２４名 

金沢小学校区 ２１名 １０名 

玉川小学校区 ９名 ４名 

豊平小学校区 ６名 ４名 

永明小学校区 ６名 ２名 

宮川小学校区 １２名 ５名 

湖東小学校区 ６名 ３名 
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優先改革事項№29（茅野市民館） 
施設複合化の促進や施設の売却・指定管理協定の見直しについて 

 
生涯学習課 

１ 現状 
 ・設置の経緯 

諏訪圏域の市町村合併構想が進む中で、合併を見込み、主に市民活動の発表の場として市民主 
導で設置された。他市施設の存在を考慮に入れ、機能分担(水平補完)の考え方を採り入れている。 

・決算状況（概要） 

・利用状況 

・経営体制 
  貸館需要の増加・多様化による社員の疲弊や、将来の人材育成への不安等の問題があり、会社の経 

営強化のため、また、市と地域文化創造との連携を再構築するため、令和７年６月１日から、市長を 
社長とし、市の派遣職員の代表取締役専務を置く会社設立時と同様の役員体制に変更した。 

 
２ これまでの取組状況 
 （１）施設の売却について 
   ・上記の現状を踏まえ、中川幾郎行政アドバイザー（ホール政策）へ意見聴取 
   ⇒茅野市民館の規模的に見て、収益事業による黒字経営は難しい。地域文化創造の取組は全国 

的に見ても優れており、これだけの取組を行っているにも関わらずこの指定管理料は格安。 

会長 社長 専務
平成１７年 なし 矢﨑和広市長 松本正(市から派遣)
平成２０年 なし 柳平千代一市長 辻野隆之(地域文化創造)
平成２５年 柳平千代一市長 辻野隆之(地域文化創造) なし
令和７年 なし 今井敦市長 柳沢正広(市から派遣)

単位︓人
　　　　　　　　　　　　　　　自
　　　　　　　　　　　　　　　至

15期
H30.4.1
H31.3.31

16期
H31.4.1
R2.3.31

17期
R2.4.1
R3.3.31

18期
R3.4.1
R4.3.31

19期
R4.4.1
R5.3.31

20期
R5.4.1
R6.3.31

21期
R6.4.1
R7.3.31

貸館(劇場・美術館) 132,932 115,257 33,914 44,247 72,054 100,975 103,716
主催事業(劇場) 11,811 3,583 3,508 1,021 3,934 4,261 2,965
主催事業(企画展) 12,826 7,788 2,091 1,301 2,084 2,092 2,275
収蔵作品展 7,273 4,903 6,193 6,315 8,939 10,963 13,474
共催事業(劇場・美術館) 3,367 7,336 985 1,016 2,646 2,324 3,270
図書室(貸出人数) 3,122 2,810 1,566 1,475 1,463 1,552 1,726
合計 171,331 141,677 48,257 55,375 91,120 122,167 127,426

R6市民館費　決算(税抜) 指定管理料 163,000千円
改修工事費 94,948千円
その他 2,681千円
計 260,629千円

R6地域文化創造 決算(税抜) 施設管理売上 163,000千円 販管費・一般管理費 184,965千円
事業売上(貸館ほか) 32,117千円 その他費用 15,922千円
計 195,117千円 計 200,887千円

当期純利益      △5,770千円
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 （２）施設の複合化について 
・貸館事業に必須でない部分の用途変更を検討し、指定管理者側の運営コスト減少を図ることに 
ついて、指定管理者及び関係者の一部の了解は得られている。今後は、市民を交えて具体的な 
内容について話し合いを進める。 

 （３）指定管理協定の見直しについて 
   ・今期指定管理期間終了後に向けて、市民や地域文化創造と連携しながら運営体制の検討に着 

手した。 
 
３ 課題 
 （１）茅野市民館の改修工事に関しては、施設の特殊性から、今後数十億円の費用がかかる見込 

みである。大きく分けると、以下の２点となる。 
①建物として使うための設備（市庁舎等と同様。躯体・設備改修、LED 化省電力化等） 
②文化ホールとして使うための設備（照明、音響、稼働座席の改修等） 
①に関しては庁内全体で計画する体制が整っており、建物ごとの優先順位をつけることができている 
が、②については、どのくらいの水準の設備を用意し、市民サービスを行っていくか、という点につながり、 
市単独で内容を決定しづらい部分でもある。 

    そのため、茅野市公共施設再編計画を踏まえ、茅野市民館の方向性（このまま館の性能を維持 
するかどうか）を市民・地域文化創造と協議を進める必要がある。 

（２）指定管理者の社員の高齢化及び人材育成が進んでいない問題があり、サービスの継続性に不 
安がある。退職派遣職員の専務取締役を通じて、市と指定管理者の情報共有を密にして管理運 
営計画の見直しを引き続き行い、社員の負担を減らしていく必要がある。 

 （３）施設の複合化に関して（１）と同様に、市民サービスの量・質に関わる問題であるため、まずそ 
の是非について検討していく必要がある。 
 

４ 今後の方向性 
（１）建物について 

   ・LED 化や既存設備の省電力化（設備関係の計画的な更新）を進め、館のランニングコストを少 
しでも下げていく。（今年度、美術館照明に関しては LED 化予定。）なお、中期財政需要計画 
では、今後 5 年間の改修工事にかかる費用を毎年１億円程度と見込んでいる。 

   ・図書室の運営方法の変更について協議を進め、可能であれば収益につながる運用を行いたい。この 
ことにより、地域文化創造の負担減を図っていく。 

（２）運営・指定管理について 
   ・代表取締役専務を通じて、社員の能力を十分に発揮できる環境整備を図ることによって、市民に 

対する安定的な館の運営を保証していくとともに、上記のランニングコストの軽減を進めて将来の負 
担を抑える。 

   ・管理運営計画の見直しを関係者とともに積極的に進め、市民に対する重要なサービスとなっている 
貸館業務と業務に従事する社員の負担の均衡を図る。 

 （３）施設の複合化について 
   ・施設の利用状況などの分析を進めるとともに、市全体の公共施設との関連性や、今後の市の文化 

行政における茅野市民館の位置づけなどを考慮しながら、必要性の是非について検討を進める。 
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【R7.10.1 茅野市行財政審議会資料】 

文化財課  

優先改革事項№30 八ヶ岳総合博物館の検討状況について 

 

１ 施設概要について 

茅野市を中心とした諏訪地方の自然・民俗・歴史を学ぶことのできる博物館であり、諏訪地方唯一

の科学博物館の機能を持つ。茅野市の生涯学習基礎センターとしての博物館の展示機能を持ち、昭

和 63 年に開館した。 

市民の生涯学習に資するだけではなく、小中学生や観光客、移住希望者にも茅野市の自然・歴史・

風土を伝える窓口になっている。 

 

２ 入館者、収支状況について 

(ア) 入館者数の推移 

年度 R2(コロナ禍) R3(コロナ禍) R4(コロナ禍) R5(コロナ 5 類) R6 

入館者数 

（人） 

有料 1,739 1,985 3,602 4,070 6,229 

無料 6,048 5,256 7,107 8,196 9,586 

合計 7,787 7,241 10,709 12,266 15,815 

※無料入館者は、6 市町村の小中学生・学校利用、市内公民館活動など、地元利用が主。 

(イ) 歳入・歳出の推移 

年度 R4 R5 R6 

歳入 2,266,560 1,594,160 2,159,450 

歳出 55,938,872 52,478,327 57,485,566 

歳入－歳出 △53,672,312 △50,884,167 △55,326,116 

※人件費を含む。令和 6年度から神長官守矢史料館の人件費を含む。 

 

３ 現状と課題について 

(ア) 建設から 37 年が経過し、施設等の老朽化により、今後 10 年間で約 8.4 億円の改修費用が

見込まれる。 

(イ) 市の持ち出しは 5,000 万円を超える状況である。 

(ウ) 展示は作り込みの展示となっていることから、展示替えをすることが難しい。 

(エ) 収蔵庫のスペースに余裕がない状況である。 

(オ) 施設の複合化を検討する際、市民研究員の活動拠点について検討を求められている。 

 

４ これまでの優先改革事項の検討状況について 

優先改革事項の短期的取組に基づき、展示、収蔵、市民研究員の活動拠点といった機能ごとにあり

方を検討した。 

(ア) 展示機能 

  博物館として可能な範囲で展示機能の充実を図ってきた。 

① 令和 5 年度博物館ニューリニューアルデザインを作成し、展示とフィールドの両輪で茅

野市の生涯学習の一翼を担う活動を実施している。（別紙） 
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② 過去の取組：市民研究員活動の開始(平成 25 年度)、モバイルプラネタリウムの導入(平

成 28 年度)、QR コードによる展示解説開始(平成 28 年度)。 

  手作りで展示機能を充実させ、大規模改修ができない分を補っている。 

  大規模な展示替えをすることが難しいため、今後も手作りで展示を補完したり、フィール

ドに出たり、講座を充実させて茅野市の自然・民俗・歴史を利用者に伝えていく。 

(イ) 収蔵機能 

  寄贈の受入方法 

① 収蔵していないものについては基本的には寄贈を受ける。 

② 収蔵品に同様の資料がある場合、基本的には寄贈を受けない。来館者等が自由に利用し、

破損等の場合、廃棄などを任せてもらえれば受領し、寄贈を受け、活用する。 

  寄託の受入方法 

① 寄託にふさわしい資料か委員会を開催し、受け入れの可否について検討・委員会で決定

する。 

  受入方法を検討し、マニュアルの作成を試みたが、一律の基準を設定することが難しく、今

後の収蔵場所と合わせて引き続き検討する。 

(ウ) 市民研究員の活動拠点 

  博物館の責務は博物館法で資料収集・研究・教育普及と定義されている。 

  博物館が市民の力を借り、資料を収集、整理し研究を行う。市民は博物館に協力しながら

生涯学習活動を行う。この市民研究員活動は全国でも数少ない活動であり、これからの博

物館活動の見本となる活動である。 

  市民研究員活動の主な活動場所はフィールドであるが、収蔵庫や研究室、資料を兼ね備え

た博物館での活動が効率も良く、拠点は博物館が最適である。 

 

５ 今後の方向性について 

(ア) 入館料の改定 (令和 7年 10 月 1日～) 

普通入館料（大人）を 310 円から 400 円に改定した（その他区分も改定）。 

(イ) 入館者、収入の増加 

  学校、企業等との連携による事業を実施する。(①②は実績) 

① プラネタリウム 100 周年記念事業 (令和 6 年 9月 28 日～10 月 14 日) 

企画展「イトカワ・リュウグウ ダブルサンプル展示 in 茅野市」を開催。 

※日本プラネタリウム協議会・JAXA・東京大学の協力による巡回展。公立諏訪東京大学地

域連携プロジェクト作成による 3D模型の展示も行った。来館者数 2,322 人。 

② 夏の親子工作教室 全３講座 (令和 7年 8 月) 

※セイコーエプソン（株）の協力による教室。計 125 組の募集に対し、約 350 組の応募が

あった。 

  物販を検討する。 

  特別展開催時の特別料金を検討する。 

(ウ) これまでの検討結果を踏まえ、施設のあり方の検討 

・PPP などの民間活力の導入を検討する。 

・資料収蔵場所を検討する。 
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【R7.10.1 茅野市行財政審議会資料】 

財政課 

 

茅野市公共施設再編計画の見直しについて 

 

 

１ 茅野市公共施設再編計画の概要 

 本計画は、公共施設等総合管理計画に基づき「安全・安心の確保」、「長寿命化の推進」、「施設総量の縮減」

を総合的に進めるために、管理計画の個別施設計画として令和３年２月に策定されました。 

 計画期間は、令和３年度から令和１２年度までの 10 か年とし、中間年度である令和７年度に進捗状況を検

証し、必要に応じて計画の改定を行うこととしています。対象施設は、管理計画に記載の公共施設のうち、一

部事務組合の施設や都市公園施設、売却や除却済みの施設などを除く施設となります。 

 また、本計画における削減目標は、計画の最終年度である令和１２年度末時点で策定時に市が保有する施

設の総床面積の５％です。 

 

２ これまでの進捗状況 

 本計画の策定時では、多くの施設において建物の今後の方向性を「検討」としていたことから、これまで各

所管課において施設のあり方について検討を進めてきました。それらの検討状況については、年に１度、財

政課で把握してきました。 

 令和５年１１月に策定した行財政改革プラン２０２3 の策定を契機として、主要な公共施設については方向

性の決定に向けた検討が加速したものの、策定時のスケジュールと比べると進捗は遅れている状況です。 

 そのため、今年度は計画に基づき、現在の進捗状況の検証を行い、計画の見直しを実施します。 

  

３ 計画の見直し方針 

 （１）削減目標については変更せず、令和１２年度末時点で策定時に市が保有する施設の総床面積の５％と

します。 

 （２）これまでの検討結果を検証し、来年度以降５年間のスケジュールを計画に落とし込みます。 

 （３）これまでの検討結果に基づき、今後の施設の方向性を見直します。 

 （４）基準日を令和６年度末とし、策定時から変更となった箇所を修正します。 

 （５）施設の最適配置を検討する上で留意点として、ＰＰＰ/PFI といった民間活用や市域を超えた広域的な

視野での検討について記載します。 

 

４ 計画見直しのスケジュール（予定） 

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 1 月 ２月 ３月 
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【Ｒ７．１０．１ 茅野市行財政審議会資料】 

茅野市行財政審議会のまとめについて 

 

 今期の茅野市行財政審議会委員の任期が令和８年１月１０日に満了することから、審議会のまとめを

していきたいと思います。 

 

１ 今期の茅野市行財政審議会の取組概要について 

令和５年度第５回（第１回）茅野市行財政審議会（令和６年１月１１日開催） 

審議会の設置の目的や担当する事項、行財政審議会の取組経過について確認した。 

＜会議事項＞ 

（１）行財政審議会の役割について 

・茅野市行財政審議会設置条例 

（２）行財政審議会の取組経過について 

・茅野市行財政改革基本方針 

・行財政改革プラン２０２３ 

・茅野市の行財政改革に関する提言 

 

令和５年度第６回（第２回）茅野市行財政審議会（令和６年３月１１日開催） 

 行財政改革の進捗状況、今後の審議会の進め方について事務局から報告を受け、審議した。 

＜会議事項＞ 

（１）優先改革事項の進捗（途中経過）について 

（２）今後の審議会の進め方について 

・多くの市民に直接関係し、財政的にも影響が大きい、公共施設のあり方に関する事項を中心に

審議する。 

 

令和６年度第１回（第３回）茅野市行財政審議会（令和６年６月４日開催） 

 財政推計や行財政改革の進捗状況について事務局から報告を受け、審議した。また、スケートセンタ

ーの存廃についての諮問を受け、施設の現状と課題の説明を受けた。 

＜会議事項＞ 

（１）令和６年度中期財政需要推計結果について 

・５年間で合計８１．２億円を超える財源不足が生じ、令和９年度には基金残高が底をつく推計結

果となった。 

（２）優先改革事項、改革実行項目の進捗（令和５年度まとめ）について 

・21 蓼科有機センター、22 茅野環境館、28 すずらんの湯の３施設を閉鎖、３項目が取組完了と

なり、総額１．２億円を超える財政効果があった。 

・２５小学校の規模、配置の検討では、検討委員会で令和６年１０月末までに素案をまとめたい

（その後、素案検討は中止）。 

・令和６年度に補助金等に関する基本指針を改定し、見直しを実施する。 

・令和７年度の施設使用料等の改定に向けて検討を進める。 
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＜諮問＞ 

＜その他＞ 

・令和６年６月に施設のあり方に関するアンケートを実施する。 

 

令和６年度第２回（第４回）茅野市行財政審議会（令和６年６月１９日開催） 

 スケートセンターの現地を確認し、施設、設備の状況、今後の投資必要額等について報告を受けた。 

＜会議事項＞ 

（１）スケートセンターの設備等について 

 

令和６年度第３回（第５回）茅野市行財政審議会（令和６年８月６日開催） 

 これまでの審議会の内容や近隣市町村のスケート授業の状況などの追加情報、公共施設のアンケー

ト結果（速報）を踏まえ協議した。 

＜会議事項＞ 

（１）諮問内容の協議 

 

令和６年度第４回（第６回）茅野市行財政審議会（令和６年９月２日開催） 

 これまでの審議会の内容や質問事項の回答、小中学生アンケート、公共施設に関するアンケート結果

（クロス集計）を踏まえ、答申案を協議した。 

＜会議事項＞ 

（１）質問の回答について 

（２）小中学生に行ったアンケートについて 

（３）公共施設のあり方に関するアンケートについて 

（４）答申内容の協議 

（５）その他 

・観光課とＤＭＯの役割分担について 

・「やつがたけのちっち」の配布について 

・どんぐり手帳の配布について 

 

答申（令和６年１０月１日） 

スケートセンターの存続は難しく、今後原則廃止されることを答申した。 

 

令和６年度第５回（第７回）茅野市行財政審議会（令和６年１１月２７日開催） 

 下記事項について報告を受け、審議をした。 

＜報告事項＞ 

（１）第６次茅野市総合計画について 

・行財政改革は「まちづくりの基本となる手段」として位置付けられている。 

＜会議事項＞ 

（1）改革実行項目の進捗状況（令和６年度上半期まとめ）について 
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・使用料等の改定は、周知不足を理由に議会への提案時期を３ヶ月（１２月→３月）先送りする（そ

の後、再度先送り３月→６月）。 

（2）優先改革事項の進捗状況（令和６年度上半期まとめ）について 

・１４ＤＭＯの改革では、今後ＤＭＯの収益力を高め補助金等の削減を図る。 

・２５小学校の規模・配置の検討では、最適な教育環境を検討するため、素案検討を中止し、保護

者、地域での対話を行う。 

・３１スケートセンターでは、付帯意見を検討、検証し、存廃について判断する。 

・３１プールは、令和７年の夏再開を目指して民間譲渡を進めていく。 

 

令和７年度第１回（第８回）茅野市行財政審議会（令和７年５月２８日開催） 

 下記事項について報告を受け、審議した。 

＜会議事項＞ 

(1)令和７年度中期財政需要推計の集計結果について 

・前回から好転しているが、依然として５年間で合計５８．８億円を超える財源不足が生じ、令和１

１年度以降に基金が底をつく推計結果となった。 

(2)改革実行項目の取組状況（令和６年度まとめ）について 

・４項目が取組完了し、補助金等の見直しでは、予算ベースで８３百万円削減した。 

（３）優先改革事項の取組状況（令和６年度まとめ）について 

・31 プール、27 千駄刈自然学校の２施設は廃止し、１1 項目（合計１4 項目）が取組完了となり、

総額２．１億円を超える財政効果となった。 

・５サンコーポラス旭ヶ丘の民営化は、市施設として継続しながら、民間譲渡を模索する。 

・14ＤＭＯの改革、事業の整理は、８百万円の補助金を削減し、引き続き見直しを進める。 

・27 千駄刈自然学校は、令和６年度末で廃止し、今後は譲渡に向け検討する。 

・28 すずらんの湯は有償譲渡契約を締結した。 

・25 小学校の規模、配置の検討は、保護者との対話が終了し、今後は地域との対話を進める。 

・31 スケートセンターでは、判断材料（資料）を整えている段階である。 

(4)公共施設使用料等の見直しについて 

・各種団体との協議を重ね、一定の理解が得られたと判断し、６月議会の提案に向け準備を進めて

いる。 

 

２ まとめについて 

 これまでの取組や本日の審議会の内容を踏まえ、次回の行財政審議会において委員のみなさんから

優先改革事項や行財政改革全般、行財政審議会に対するご意見やご提案をいただき、次期行財政審議

会への引継事項にしたいと考えています。 
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参考
1

改革の方向性 短期的取組 中長期的取組 取組結果

1
・ 学びと実践の場としての公民館活動の見直し【取組完了】

2

・ 改革先進事例の紹介
・ 移住者や若者の声の共有
・ 市からの依頼事項の見直し【取組完了】 1 少年育成センター

事業費
市民委員による巡視
活動等の廃止

市民委員の選出と巡
視活動の廃止

― 取組完了

3
・ 報告や情報共有を主目的とした会議や、紙回覧板等を電子化する

紹介

4
・ 消防団組織、活動についての見直し・改善【取組完了】

1

・ 都市ＯＳの構築と運用
・ ＤＸに必要なスキルのサポート等

1

・ ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのまちづくり関連団体の課題の整理
2 2 小泉山体験の森整

備活用事業費
市が事務局として関
わることの見直し

市民団体と協議 ― 取組完了

3 多留姫文学自然の
里整備活用事業費

市が事務局として関
わることの見直し

市民団体と協議 ― 取組完了

・ ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのまちづくり関連部署の業務を検証し、課題を整理
3

・ デジタルツール等の活用による、市民意見を集約する新たな仕組
み作り

改革項目③
パートナーシップのまちづくり関連団体の役割、必要性等を検証し、時代に
合った活動に転換

改革項目①
地域コミュニティ活動（共助）の新たな仕組み作り

改革項目②
新たな共助の仕組み作り

スリムな区・自治会活動に向けた先進事例の紹介や、移住者や若い
世代の声等の共有

公民館活動等の目的、機能等を検証し、時代に合った活動に改善改
革
内
容

事務局等における市の関与の在り方を検証し、必要に応じた見直し
を実施

パートナーシップのまちづくり関連団体の役割や活動の手法を、時
代に合った内容へ見直し

ＤＸを活用したニーズ（困りごと）とサポート（支援）のマッチン
グによる未来型ゆいの実現

市民の声を多様なツールにより集め、政策に反映する仕組みの見直
し

改
革
内
容

住民自治

改革実行項目および行財政改革プラン2023の取組内容

№事業名
行財政改革プラン2023

改革実行項目

改
革
内
容

消防団組織、活動についての見直し・改善

情報伝達の会議や区内伝達手段にＤＸを活用した手法の導入を支援
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2

改革の方向性 短期的取組 中長期的取組 取組結果

1
2

・ 若者の意見集約
3

・ 統計データを政策立案に活かす仕組み作り

1
2

・ 毎年の行政評価（事後評価）の手法や対象、広報の見直し

1
・ 都市ＯＳの構築と運用（再掲）

2
・ オンライン申請の推進

1
・ 組織を横断したテーマ型のプロジェクトチームや兼務の活用の推

進

2
・ AI･RPAを活用した業務の効率化
・ 庁内事務の効率化

3
・ 「人財育成ビジョン」の改定

4
・ 行政サービスの民間委託などの検証 4 温泉施設管理運営

費
温泉施設の集約、民
営化

サウンディング調査
等の実施、老朽化等
により大型設備が故
障した施設は、閉館
を含め継続可否を判
断

売却可能な施設から
売却、将来的に市と
しては温泉施設を保
有しない

5 サンコーポラス
旭ヶ丘管理費

施設の民営化 市場調査 調査結果に基づく検
討

6 保育所運営費
保育所施設維持管
理費

民営化、適正配置の
検討

民営化・廃園も含め
て適正な配置を検討

民営化・廃園も含め
て適正な配置を検討

5
・ オンライン会議の環境整備

№事業名

改革項目④
市組織・職員・業務の改革

改革項目③
行政のDX推進の加速化

改革項目②
政策や業務のタイムリーな検証と公開の仕組み作り

事業の優先度判断や選択と集中のための事業仕分け
政策実施状況をタイムリーに市民に周知する広報活動の徹底

統計データ等を政策立案に活かす仕組み作り

若者に選ばれるための提案を広く市民から募集し、政策へ反映
ＤＸを活用した若者の意見集約

改革項目①
市民の声を政策へ反映する仕組み作り

庁内外の会議を効果的・効率的に実施する手法を導入

改革実行項目

改
革
内
容

改
革
内
容

改
革
内
容

改
革
内
容

政策運営

行政サービスの民間委託などによる業務のスリム化

将来リスクに対応した政策立案能力や、DXに対応できる職員の育成

行政のＤＸ推進による業務の効率化

組織の壁を越えたプロジェクト型組織の活用

行政手続のＤＸ推進や未来型ゆいの実現による市民サービスの向上

既存データを活用した市民サービスの充実

行財政改革プラン2023
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3

改革の方向性 短期的取組 中長期的取組 取組結果

1
・ 適切な市債残高および適切な基金残高の維持

1 7 地域創生推進事業
費

教育資金利子補給事
業の廃止

新規募集を停止し、
既存の利用者につい
ては一括清算

― 取組完了

8 みんなのまちづく
り支援事業費

補助金による支援内
容の再構築

補助金等の基本指針
も見直したうえで支
援内容を検討

―

9 地区コミュニティ
運営協議会支援事
業費

運協のあり方、負担
金の見直し

運協へ支出している
負担金ごとに必要性
を検討

―

10 社会福祉協議会助
成事業費

社会福祉協議会の事
業の見直し

市の委託事業、SCに
おける業務の見直し

独自収益事業の見直
し

11 ふれあい保健福祉
事業

事業の精査 直近で利用者がいな
い事業は廃止
継続する事業は利用
者負担割合について
検討

―

12 不妊・不育治療助
成事業費

保険適用外となった
43歳以上に係る市単
独での助成の廃止

43歳以上への支援は
見直し

― 取組完了

13 観光振興支援事業
費

映画祭の開催方法の
見直し

実施方法、規模につ
いて検討

― 取組完了

14 観光まちづくり推
進事業費

DMOの改革、事業の
整理

市観光課との役割分
担を整理

― 取組完了

15 産学公等連携推進
事業費

産業振興プラザの体
制見直し

主催イベントの見直
し、関係機関による
体制の見直し協議

― 取組完了

・ 補助金等に関する基本指針の見直し【取組完了】
2

・ 歳出の削減検討
・ 特別会計への繰出金の縮小

⇒下水道事業会計
⇒国保診療所特別会計【取組完了】

3
・ 大規模事業の複数年化等の検討

№事業名

財政運営

補助金等に関する基本指針の見直しによる、補助対象経費や終期設
定の見直し

適切な市債残高および適切な基金残高を維持した財政運営の実施

大規模事業の複数年化等の検討による財政負担の平準化

硬直財政の原因となっている歳出の特定と削減検討

改革項目②
歳出の最適化の推進

改革実行項目

改

革

内

容

改
革
内
容

改革項目①
健全な財政運営の推進

行財政改革プラン2023

6



改革の方向性 短期的取組 中長期的取組 取組結果
18 ― 税収の確保 観光客を対象とした

新税の創設検討
観光客を対象とした
新税の創設検討

取組完了

19 ― 税収の確保 企業誘致による税収
の確保

企業誘致による税収
の確保

1 16 各種がん検診等事
業費

自己負担額の見直し 自己負担を免除とし
ている者の見直し

― 取組完了

17 地区こども館運営
費

運営方法の見直し 職員体制等の検証、
拠点のあり方の再検
討

学童クラブも含めた
体制の見直し

・ 公共施設使用料と減免制度の見直し【R7取組完了】
2

・ 広告収入の確保
3

・ ふるさと納税の取組強化と企業版ふるさと納税の推進 20 ふるさと茅野市応
援寄附金事業費

更なる寄附金の確保 他自治体の事例や返
礼品の研究

― 取組完了

4

改革の方向性 短期的取組 中長期的取組 取組結果

21 生ごみ回収・堆肥
化処理事業費

蓼科有機センターの
譲渡

民間企業へ施設を譲
渡

― R7取組完了

22 茅野環境館管理運
営費

環境館の廃止 機能を廃止し、市と
して建物は維持しな
い

― 取組完了

23 地区コミュニティ
センター管理運営
費

拠点数と人員体制の
見直し

正規職員の配置見直
し
センターが持つ機能
ごとに分割してあり
方の検討
今後建物改修は行わ
ない

機能ごとに分割して
最適な施設配置を推
進

24 市民活動センター
運営費
ひと・まちプラザ
管理費

中央公民館と組織・
機能の統合

中央公民館と組織・
機能の統合

旧施設を活用した機
能の再編

25 小学校運営費
小学校施設管理費
小学校施設整備費

規模・配置の検討 教育の質の観点で規
模・配置を検討

教育の質の観点で規
模・配置を検討

改革項目③
歳入確保の推進

公共施設使用料等受益者負担の見直し

改革項目①
施設再編の取組

1

2

改
革
内
容

ふるさと納税による収入の確保

イベント等広告収入の確保

施設目的や、類似施設、利用状況等による個別施設の方針決定と、
維持すべき施設の特定
茅野市公共施設再編計画の各施策の実施状況を年度単位で検証し、
具体的な効果に向けた取組を実施

改革実行項目
行財政改革プラン2023

改
革
内
容

公共施設の再編

№事業名

改革実行項目
行財政改革プラン2023

№事業名
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改革の方向性 短期的取組 中長期的取組 取組結果

26 保健福祉サービス
センター施設管理
費

サービス提供体制の
見直し

最適なサービス提供
体制の検討

第４次福祉２１ビー
ナスプランの策定に
合わせて検討

27 千駄刈自然学校管
理運営費

千駄刈自然学校の廃
止

市の施設としては廃
止

― 取組完了

28 観光温泉施設管理
運営費

すずらんの湯の廃止 市の施設としては廃
止

― 取組完了

29 市民館費 施設複合化の促進や
施設の売却

指定管理協定の見直
し、施設複合化の促
進、売却等を検討

指定管理協定の見直
し、施設複合化の促
進、売却等を検討

30 博物館運営費
博物館施設管理費

建物維持の必要性と
必要機能の精査

展示、収蔵、市民研
究員の活動拠点と
いった機能ごとにあ
り方を検討

展示、収蔵、市民研
究員の活動拠点と
いった機能ごとにあ
り方を検討

31 スケートセン
ター・ゴルフ練習
場・プール管理運
営費

施設維持・運営方法
の検討

プールは廃止
スケートセンター・
ゴルフ練習場は現状
維持

スケートセンターに
ついて、スポーツ協
会や広く市民の意見
を聞いたうえで維
持・運営方法を判断

・ 方針未定施設の方針決定
・ 譲渡・廃止施設の実行管理
・ 公共施設の計画的な保全管理

3
・ 施設の複合化、運営の効率化

4
・ サウンディングによる民間活力投入の市場調査の実施

5
・ 施設の活用対策の検討
施設の毎月利用状況のフィードバックによる活用対策の検討

民間活用を検討するためのサウンディング調査の実施

施設の複合化やDX活用による運営の効率化

改
革
内
容

1

2

施設目的や、類似施設、利用状況等による個別施設の方針決定と、
維持すべき施設の特定
茅野市公共施設再編計画の各施策の実施状況を年度単位で検証し、
具体的な効果に向けた取組を実施

行財政改革プラン2023
改革実行項目

№事業名
改革項目①
施設再編の取組
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広域連携強化に向けた「協議の場」の中間報告について 

 

 令和６年８月２１日、諏訪広域連合正副連合長会議において『広域行政と市町村 

行政の役割を整理し、水平補完的な広域連携強化に向けた体制を再構築するため、 

諏訪広域連合の副市町村長による「協議の場」を設置する』ことが決定されました。 

以来６回にわたり副市町村長による協議が行われ、令和７年８月の正副連合長会議 

にて、中間報告を受け、まずは以下「３」に記載の５項目について、具体的な取組 

を進めていくことといたしました。 

本日は議会に対し、その概要を報告いたします。 
 
 

記 
 
 

１．広域連携強化に向けた「協議の場」について 別紙１ 

 

２．これまでの開催状況 

【第 1回】R6.11.21(木)：岡谷市役所 

【第 2回】R7.01.16(木)：下諏訪町役場 

【長野県との意見交換】R7.02.12(水)：諏訪市役所 

【第 3回】R7.04.17(木)：諏訪市役所 

【第 4回】R7.05.16(金)：岡谷市役所 

【第 5回】R7.07.03(木)：茅野市役所 

【第 6回】R7.08.07(木)：富士見町役場 

 

３．正副連合長会議にて了承された 当面、取り組んでいきたい具体的な取組 

 

（１）ごみ処理施設、し尿処理施設、火葬場の「災害時連携協定」の締結 

・災害時の圏域内における具体的な連携について協議の上、「長野県市町村災害 

時相互応援協定」との関係性を含め課題を整理し、具体的な連携の協定締結に 

向け準備を進める。 

【取組主体】 

ごみ処理施設：幹事 岡谷市（湖周行政事務組合・諏訪南行政事務組合） 

し尿処理施設：幹事 諏訪市（諏訪市･茅野市衛生施設組合、湖北行政事務組合、 

南諏衛生施設組合） 

火葬場   ：幹事 茅野市（諏訪南行政事務組合・湖北行政事務組合） 

 

令和７年９月２５日 
令和７年第３回諏訪広域連合議会定例会  
全員協議会資料 
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（２）広域観光の連携推進に向けた学習会の開催 

・諏訪圏域における広域観光の連携推進について、講師を招き学習会を開催。 

・市町村職員、議会議員、観光関係団体・事業者等を対象。 

【取組主体】諏訪広域連合事務局（広域行政研修会の枠を使用） 

 

(３)情報システムの共同調達に関する検討 

 情報システムのうち、財務会計システムの共同調達について先行して検討。 

・8年度から下諏訪町、岡谷市、諏訪市、富士見町、 

この四つの自治体において、共同のシステムで進めていくこととした。 

【取組主体】企画担当課長会議 

  

(４)定住自立圏構想に関する調査・研究 

・諏訪広域 6市町村内における定住自立圏構想に関する調査・研究（住民理解、 

事務進行、スケジュール、連携テーマ等、財政措置など）。 

【取組主体】企画担当課長会議 

 

(５)広域に関係する事業等に対する財政支援等について国･県への合同要望 

 ・広域に関係する事業等について、賛同する市町村が合同で要望活動等に取り 

組むことで、国･県からの財政支援等の確保を目指す。広域に関係する事業等 

として位置づける（認める）仕組みについて検討。 

【取組主体】企画担当課長会議 

 

 

2



     
  
 

令和７年９月２５日 
令和７年第３回諏訪広域連合議会定例会  
全員協議会資料 

 

 

広域連携強化に向けた「協議の場」について 

 

諏訪広域連合事務局 

１．目的 

 超少子化と超高齢化が同時進行し、急激な人口減少社会が到来する中、今後、 

単体の市町村で全ての行政機能を担うことは難しい状況が想定される。 

改めて、広域行政と市町村行政の役割を整理し、水平補完的な広域連携強化に 

向けた体制を再構築するため、諏訪広域連合の副市町村長による「協議の場」を 

設置する。 

 

２．位置付け 

諏訪広域連合における公式の副市町村長会議と切り分け、原則として当該会 

議終了後に開催し、副市町村長６人による率直な協議の場とする。 

なお、協議の結果、一定の結論が整った議題は、改めて公式の副市町村長会議、 

正副連合長会議に諮っていく。 

 

３．出席者 

 副市町村長６人、担当課長６人（公式の副市町村長会議に続いて開催するため）、 

広域連合事務局職員（記録係として） 

 

４．情報公開等 

 公式の副市町村長会議ではなく、任意の「協議の場」であるため、非公開で行 

い、協議内容は情報公開の対象とならない。 

 

５．協議の座長 

 公式の副市町村会議の座長（開催地の副市町村長）が座長となる。 

 

６．協議で扱うテーマ 

 目的に沿うテーマであれば、特に制限をせず、率直な協議に付す。 

但し、すべてのテーマについて結論（広域連合としての賛否）を求めるものと 

せず、結果として、協議に留めるテーマや協議の場から降ろすテーマもあり得る。 

別紙１ 

3


